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地方創生関係

地方創生推進事務局
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地域再生法の一部を改正する法律(平成27年8月10日施行)の概要：「小さな拠点」形成

○市町村が地域再生土地利用計画に、集約する施設を設定
・生活サービス施設（診療所、保育所、公民館、商店、ガソリンスタンド等）

・就業機会を創出する施設（地場産品の加工・販売所、観光案内所 等）

 届出・勧告・あっせんにより、施設の立地誘導
 農地転用許可・開発許可の特例

○NPO法人、一般財団法人、株式会社等のほか、新たに社会福祉法人
等の多様な主体が地域再生推進法人となることを可能に

Ⅰ 複数の集落を含む生活圏（集落生活圏）の中に「地域再生拠点」
を形成し、生活サービスを提供する施設を集約

Ⅳ 生活サービスを提供する担い手を確保

小さな拠点形成のための財政的支援

地域再生計画（地方公共団体作成、内閣総理大臣認定）において、地域住民
と協議して、小さな拠点づくりの将来ビジョンを作成

〇各省予算事業を連携させて、総合的に財政支援

〇 中山間地域等では、人口減少に伴い、住民の生活に必要な生活サービス機能（医療・介護、福祉、教育、買物、公共交通、物流、燃料供給等）の提供に支障

【第５条第４項第５号、第６号】

【第17条の７】

【第17条の10、第17条の12】

【第17条の８】

【第19条】

【第17条の13】

集落

集落

集落

集落

集落

集落

高校分校

小学校

Copyright(C) NTT空間情報 All Rights Reserved
Copyright(C) 2015 NTT Resonant Inc. All Rights Reserved

「小さな拠点」のイメージ

農業振興総合センター
・商工会
・観光協会案内所

道の駅
周遊バス停

保健福祉センター

100m

地場農産物
加工施設

高齢者ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ診療所

郵便局 ・農産物販売所
・ＡＴＭ

地域再生拠点区域

Copyright(C) NTT空間情報 All Rights Reserved
Copyright(C) 2015 NTT Resonant Inc. All Rights Reserved

Ⅱ 優良農地の保全・利用を図り、基幹産業である農林水産業を振興 法律

Ⅲ 集落と地域再生拠点を結ぶネットワークを確保

○市町村が、知事、農業関係者等と協議し、地域再生土地利用計画に、
農用地等保全利用区域を設定

 地域ブランド作物の栽培に係る助言等、必要な援助を実施

【第17条の７】

○集落生活圏内外のネットワークとの連携（バスの乗継拠点の整備 等）

○市町村が、地域再生計画に、自家用有償旅客運送者が集落生活圏
において行う事業を位置付け

自家用車を用いて地域住民を運送する際に少量の貨物も運送可能に

【第５条第４項第６号】

法律

法律

法律

拠点を通るコミュニ
ティバスは少量の貨物
運送も可能

コミュニティバ
スの運行

 計画に即した農地利用を行わないおそれがある場合には勧告

集落生活圏
の区域

まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成26年12月27日閣議決定）

生活・福祉サービスを一定のエリア内に集め、周辺集落と交通ネットワーク等で結ぶ「小さな拠点」を形成

【第17条の９】

【第17条の７】
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地域再生土地利用計画の作成による特例措置

 「小さな拠点」の形成と併せて農地の保全及び利用を図ることにより、持続可能な地
域づくりを推進するため、地域再生計画の認定を受けた市町村（認定市町村）が地域再
生土地利用計画を作成し、都道府県知事の同意を得ることで、農地法、農業振興地域
の整備に関する法律（農振法）、都市計画法の特例を活用することができます。

地域再生土地利用計画の作成

①「小さな拠点」を形成するため、集落福利等施設を誘導す
る地域再生拠点区域及び誘導施設を設定

（集落福利等施設の例）
• 生活サービス施設

（診療所、保育所、公民館、商店、ガソリンスタンド等）
• 就業機会を創出する施設

（地場産品の加工・販売所、観光案内所等）

②優良農地の保全・利用を図るため、農用地等保全利用区
域を設定

認定市町村

①協議・
合意形成

➁同意
市町村のＨＰ
や掲示板など

誘導施設を整
備する事業の
実施主体又
は土地の権
利設定等に係
る当事者

➂公表

➃通知

地域再生協議会

公聴会の開催
パブリックコメ
ントの実施

都道府
県知事

地域再生
土地利用計画

その他の措置

 地域再生拠点の形成に関する届出・勧告・あっせん
等により、集落福利等施設の立地誘導が可能になり
ます。
 農用地等の保全・利用を行うために必要な情報（栽
培技術等）の提供、営農指導等を実施します。

 自家用車を用いて地域住民を運送する際に少量の
貨物も運送可能になります。

① 地域再生拠点（小さな拠点）の形成や農用地等の
保全・利用に関する事項を記載

② 自家用有償旅客運送者が行う事業について記載

特例措置

 農地転用許可、農用地区域の変更、都市計画法の
開発許可の特例が適用されます。

地域再生計画

内閣総理大臣による認定

地域再生
計画
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地方公共団体が策定する地域再生計画に基づく所定の事業を行う株式会社に対し、個人が出資し
た場合、所得税の控除が受けられるようになります。（※H28年度から2年間）

② 生活サービス等の提供（実施は任意）
拠点等におけるサービス提供や周辺集落との交通ネットワークの確保等

① コミュニティビジネス（実施が必須）
域外からの持続的収入を確保し、地域の雇用を創出するための事業

・日用品の販売 ・ガソリンスタンドの運営

・地元農産品の販売
・農家レストランの運営
・地域資源を活用したツアー 等

【個人出資者】
（地域住民・地元出身者など）

小さな拠点の形成の取組の推進

【事業のイメージ】

出資額分 を総所得金額から控除する
ことが可能

地域住民等による株式会社の設立
出資

等

(※)

※ 正確には出資額（1,000万円限度）と総所得金額の40%のいずれか
少ない金額から2,000円を控除した額

・コミュニティバスの運行

小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社への特例措置（概要）
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地方公共団体の役割：支援体制整備

①地方公共団体による地域再生計画の作成
（株式会社が行う「小さな拠点」形成事業を記載）

出資

個人出資者
（地域住民・地元出身者など）

株式会社の役割：将来的な雇用の創出

「小さな拠点」形成事業
①生活サービス等の提供事業 ②コミュニティビジネス
※生活サービス等の提供事業のみを行う場合は対象外

内閣総理大臣の認定

出資額から一定額を除いた額（※）を
総所得金額 から控除

①常時雇用者数が地方公共団体の確認日の常時雇用者数以上であること
②常時雇用者数が前事業年度より２人(商業・サービス業では１人)
以上増加していること
※②は、地方公共団体の確認を受けてから２年度目以降の出資のみ適用

※出資額（1,000万円限度）と総所得金額の40%のいずれか少ない金額から
2,000円を控除した額

計画に記載すべき対象事業の要件

② 計画認定後、地方公共団体が
株式会社の要件に該当する旨を確認

確認すべき株式会社の要件

①常時雇用者数が２人以上であること
②「小さな拠点」形成事業を専ら行う株式会社であること
③前事業年度の売上高に占める営業利益の割合が２％以下であること
④設立10年未満であること
⑤中小企業者であり、大規模法人の子会社ではないこと
⑥非上場会社、非店頭登録会社であること
⑦性風俗関連営業を行うものではないこと
⑧株式投資契約を締結する株式会社であること

①認定計画に基づき、「小さな拠点」形成事業を実施

出資時点の会社の要件（雇用の創出）

②出資を元に事業を展開、地域の雇用の創出に貢献

出資者の役割：出資等を通じた地域の取組への参画

出資に対する税制上の特例措置

内閣府への認定申請

確認

小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社への特例措置（詳細）
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・地方都市の中心市街地から30ｋｍ離れた中山間地域（都市計画区域外）
・人口減少の進行：800人(1975年）⇒500人（2010年）
・学校、ＪＡの店舗・ガソリンスタンドが閉鎖し、生活サービスが低下

株式会社の設立

株式会社・・・常時雇用者数：２名（＋代表取締役1名）
出資額：150名1000万円（1万円～30万円／1人）
売上額：約1億円 利益 ：数万円～数十万円の赤字

＜事業内容＞
・住民の生活サービス等の維持（生活必需品の販売、給油所の運営）
・地域資源を活用した事業（地域産品の米を市内外（学校・病院・通信販売等）へ販路拡大）

必需品販売店舗

【個人出資者】 （地域住民・地元出身者など）

150戸が1000万円を出資

税制特例等のイメージ

背 景

＜ケース１＞ 収入300万円の個人が5万円出資 ⇒ 所得税：約 2,400円の還付

＜ケース２＞ 収入500万円の個人が10万円出資 ⇒ 所得税：約 1万円の還付

（※収入額の半分が課税所得、出資額-2,000円を所得控除と仮定。）

＜ケース３＞ 収入1000万円の個人が30万円出資 ⇒ 所得税：約 6万円の還付

（※この他、事業における各種優待や、将来株式会社が利益を得た際の株主配当などの権利も適宜設定可能）

出資額を総所得金額から控除することが可能

地域産品の活用

小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社と税制特例のイメージ
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国

交付金（１/２）
都道府県
市町村

【対象事業】
①先駆性のある取組
・官民協働、地域間連携、政策間連携、事業推進主体
の形成、中核的人材の確保・育成
例）ローカル・イノベーション、ローカルブラン
ディング（日本版ＤＭＯ）、生涯活躍のまち、
働き方改革、小さな拠点 等

②既存事業の隘路を発見し、打開する取組
・自治体自身が既存事業の隘路を発見し、打開する
ために行う取組

③先駆的・優良事例の横展開
・地方創生の深化のすそ野を広げる取組

【手続き】
〇自治体は、対象事業に係る地域再生計画（複数年度
の事業も可）を作成し、内閣総理大臣が認定

○28年度からの地方版総合戦略の本格的な推進に向け、
地方創生の深化のための新型交付金を創設

①自治体の自主的・主体的な取組で、先駆的なものを
支援

②ＫＰＩの設定とＰＤＣＡサイクルを組み込み、従来
の「縦割り」事業を超えた取組を支援

③地域再生法に基づく交付金とし、安定的な制度・運
用を確保

地方創生の深化のための新型交付金（地方創生推進交付金）（内閣府地方創生推進室）

２８年度概算決定額 1,000億円【うち優先課題推進枠227億円】（新 規）

（事業費ベース 2,000億円）

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

○先駆的な取組等を後押しすることにより、地方におけ
る安定した雇用創出、地方への新しいひとの流れ、
まちの活性化など地方創生の深化の実現に寄与

期待される効果

具体的な
「成果目標

（ＫＰＩ）」
の設定

「ＰＤＣＡ
サイクル」
の確立

（１/２の地方負担については、地方財政措置を講じる）
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 地方創生の深化のための新型交付金における先駆的な事業例

◆地域の技の国際化（ローカルイノベーション）

・明確な出口戦略の下、大学、研究機関、企業、金融機関等の連
携を促進し、日本型イノベーション・エコシステムの形成や地域
中核企業等への支援等が出来るためのネットワーク形成等を通
じて、IoTを活用した新たなイノベーションの創出をはじめ、地域
の「稼ぐ力」を引き出す取組を行う。

◆地域の魅力のブランド化（ローカルブランディング：日本版 ＤＭ

Ｏ・地域商社）

・地域の「稼ぐ力」向上のため、様々な連携を図りながら地域経済
全体の活性化につながる観光戦略を実施する専門組織として日
本版DMOを確立し、これを核とした観光地域づくりを行う。

・地場産品を戦略的に束ね、安定的な販路開拓・拡大に取り組む
地域商社を核に、地場産品市場の拡大、地域経済の活性化を目
指す。

◆地域のしごとの高度化（ローカルサービスの生産性向上等）

・地域経済を支えるサービス産業の生産性向上に向け、各業種に
即した生産性改善の取組に加え、地域間、異業種間等を問わず、
事業者等の様々な連携により新たなビジネスモデルを生み出し、
ITの活用や対内直接投資も含めた生産性向上に資する戦略的
投資を呼び込む取組などを促進する。

◆地方創生推進人材の育成・確保

・全国規模で行われる地方創生人材の育成・確保の取組（「地方創
生カレッジ」を含む）と連動しながら、その地域独自の人材ニーズに
基づき行われる人材育成・確保の取組を行うとともに、それを通じ
た地域の総合力の底上げを目指す。（他の分野の 事業の中で併
せて取り組む場合も含む。）

◆広域的な取組による「小さな拠点」の形成・活性化

・地域住民を主体とした「小さな拠点」が連携して、広域的な取組
を行うことにより、生活機能の確保に加え、地域資源の活用によ
るコミュニティビジネスの活性化や都市部との交流を図り、持続
的な集落生活圏の維持・形成を図る。

◆都市のコンパクト化と公共交通ネットワークの形成等

・都市のコンパクト化や公共交通網の再構築、公共インフラや既
存ストックの有効なマネジメントなどに資する取組を推進するとと
もに、これらの取組との連携による「稼げるまちづくり」を目指した
まちの賑わいを創出する等戦略的な取組を進める。

◆移住促進/生涯活躍のまち

・人材ニーズを踏まえた雇用創出・人材育成との連携や、地域コ
ミュニティの活性化を伴う移住促進施策を実施する。

・特に、高齢者等が希望に応じて移住し、地域住民や多世代と交
流しながら健康でアクティブな生活が送れるよう、「生涯活躍のま
ち」構想の実現に向けた取組を進める。

◆地域ぐるみの働き方改革

・若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるため、地方公共
団体だけでなく、地域の産業界や労働界、金融機関等の地域の
関係者が「地域働き方改革会議（仮称）」の下に集い、地域ぐるみ
で働き方改革に取り組む。
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国

交付金（１/２）
都道府県
市町村

【主な対象施設のイメージ】
 ローカルイノベーションに資する公設試験研究機関

（附帯設備を含む）の改修等

 地域経営の視点に立った観光地域づくりに効果的な観
光施設の改修等

 地域全体としてのブランディング戦略の確立に資する
収益施設等（６次産業化施設等を含む）の整備

 生涯活躍のまちの推進に資する多世代交流の拠点施設
（既存施設の改修等を含む）の整備

 移住定住促進のために行う空き施設の改修等

 小さな拠点づくりに資する地域コミュニティ組織の日
常的な活動の場として機能する基幹的な拠点施設の整
備（廃校舎、旧役場、公民館等の改修を含む）

【手続き】
○ 地方公共団体は、対象事業に係る地域再生計画を作成

し、内閣総理大臣が認定。

○ 未来への投資に向けて、地方公共団体の地方版総合戦

略に基づく自主的・主体的な地域拠点づくりなどの事業

について、地方の事情を尊重しながら施設整備等の取組

を推進するための交付金を創設。

① ローカルアベノミクス、地方への人材還流、小さな

拠点形成などに資する、未来への投資の実現につな

がる先導的な施設整備を支援

② ＫＰＩを伴うＰＤＣＡサイクルを組み込み、従来の

「縦割り」事業を超えた取組

地方創生拠点整備交付金

28年度第二次補正予算 900億円（事業費ベース 1,800億円）
※道、汚水処理施設、港の公共事業（３０.２億円）を含む

事業概要・目的 事業イメージ

資金の流れ

○ 未来への投資につながる施設整備等を行うことにより、

地方における安定した雇用創出、地方への新しいひとの

流れ、まちの活性化など地方創生の深化に寄与

期待される効果

具体的な
「成果目標（ＫＰＩ）」

の設定

「ＰＤＣＡサイクル」
の確立
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○小さな拠点・地域運営組織の形成拡大に向けた、知識・情報・人
材の普及拡大に向けた支援を重点的に実施

国

委託費

民間事業者

中山間地域等における集落生活圏を維持し、日常生
活に必要な生活サービスを維持するため、全国各地で
の小さな拠点や地域運営組織の形成や必要な人材の確
保・育成に向け、都道府県レベルでの中間支援・人材
育成体制の構築を促進するとともに、市町村や地域で
の取組促進を支援する。

【事業内容】
１．関連情報の整理と情報発信・情報交流サイト構築
２．理解促進のため、都道府県や市町村に対する研修

の実施、専門家派遣
３．都道府県及び中間支援組織の取組支援体制・人材

育成体制の構築（プラットフォームづくり）支援
４．基礎知識普及に向けた市町村や地域へのアドバイ

ザー派遣
５．小さな拠点・地域運営組織形成による効果検証の

モデル調査

小さな拠点・地域運営組織の形成拡大支援（内閣府地方創生推進事務局）

平成2８年度第２次補正予算額 0.6億円

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

○小さな拠点・地域運営組織の形成及び人材育成に向け
た地方公共団体や地域の取組が一層円滑に進められる。

○これにより、特に人口減少、高齢化の著しい中山間地
域を中心として、住民生活に必要不可欠な生活サービ
スを確保し暮らし続けられる地域の形成が図られる。

期待される効果

集落生活圏

集落
集落

集落

集
落

旧役場庁舎
スーパー跡地

郵便・ATM 小学校

ガソリンスタンド

道の駅

診療所

地域運営組織

買物支援 外出支援 声かけ・見守

○地域住民が主体となった地
域課題の解決に向けた多機
能型の取組体制の形成

○日常生活に必要な機能・
サービスの維持確保を実施

小さな拠点

都道府県・中間支援組織による広域レベルでの取組支援体制・人材
育成体制の構築（プラットフォームづくり）のための支援

都道府県・市町村や地域住民に対する小さな拠点・地域運営組織形
成の必要性や先進事例等の普及・啓発

小さな拠点・地域運営組織形成による効果モデル
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国

委託費

民間事業者

○中山間地域等における「小さな拠点」や「地域運営組
織」の形成に向けた情報提供、研修、専門家派遣等の
支援を実施します。

○地域運営組織が地域産業や公的機関と連携し、経済的
に自立するための事業モデルを構築します。

○目的： 中山間地域等における日常生活に必要な生活
サービスを維持するため、全国各地での「小さな拠
点」や「地域運営組織」の形成に向け、必要なノウハ
ウの提供や、都道府県や市町村、中間支援組織等の取
組促進を支援します。また、地域運営組織が経済的に
自立して持続的に運営できるよう農林水産業等の地域
産業と連携した事業運営のあり方について検討します。

○事業概要：
・各種支援制度や優良事例等の情報発信
・理解促進のため、都道府県や市町村に対する研修の

実施、専門家派遣
・都道府県及び中間支援組織の取組支援体制・人材育成

体制の構築（プラットフォームづくり）支援
・小さな拠点・地域運営組織の形成効果の見える化
・農林水産業や地場産業、農協等と連携した地域運営組

織の事業モデルの構築

小さな拠点・地域運営組織の形成拡大支援事業（内閣府地方創生推進事務局）

２９年度概算要求額 ０．５億円【うち優先課題推進枠０．５億円】

（新規）

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

○小さな拠点・地域運営組織の形成や人材育成に向けた
地方公共団体や地域の取組が一層円滑に進められます。

○これにより、特に人口減少、高齢化の著しい中山間地
域を中心として、住民生活に必要不可欠な生活サービ
スを確保し暮らし続けられる地域の形成が図られます。

期待される効果

集落生活圏

集落 集落 集落

集
落

旧役場庁舎
スーパー跡地

郵便・ATM 小学校

ガソリンスタンド

道の駅

診療所

地域運営組織

買物支援 外出支援 声かけ・見守

○地域住民が主体となった地
域課題の解決に向けた多機
能型の取組体制の形成

○日常生活に必要な機能・
サービスの維持確保を実施

小さな拠点

全国各地での小さな拠点・地域運営組織の形成に向けた取
組の裾野を広げます。
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ＮＰＯ関係

政策統括官（経済社会システム担当）付
参事官（共助社会づくり推進担当）付
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地域運営組織について

地域力創造グループ 地域自立応援課 地域振興室
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平成28年度における地方財政措置（市町村500億円）

（１）地域運営組織の運営支援のための経費

地域の生活や暮らしを守るための組織である地域運営組織が
持続可能な活動を継続できるよう、地域運営組織の運営に係る
所要の経費について地方交付税措置を講ずる。

（２）高齢者等の暮らしを守る経費

地域における住民同士の支え合いによる高齢者支援の取り組
み（高齢者交流、声かけ・見守り、買物支援、弁当配達・配給食
等）に係る所要の経費について、地方交付税措置を講ずる。

市内全域で概ね小学
校区を単位とする任意
の住民組織「地域自主
組織」が結成され、小規
模多機能自治の活動と
して、高齢者の見守り事
業、配食事業等を実施し
ている。

先発事例①（島根県雲南市）

地域の生活や暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域内の様々な関係
主体が参加する協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、地域課題の解決に向けた取り組みを
持続的に実践する組織。（全国には概ね小学校区を単位に1,680組織がある。）

地域課題の多様化・広域化により、自治会・町内会では対応が困難な課題について、既存の自治
会・町内会を補完しつつ、住民自治を充実させるための新たな仕組み。

サービス料支払い
構成員として参加

市町村
（地方公共団体）

地域運営組織 高齢者等

運営支援・連携

地域の暮らしを
支える

見守り・買物支援等

住民
自治会
ボランティア
ＮＰＯ法人 等

地域経営の方針
構成員として参加

地域運営組織等を通じた
生活支援

地域運営組織等に関する調査研究

（１）地域運営組織に関する調査研究（Ｈ２５～）

暮らしを支える地域運営組織に関する調査研究

（座長：小田切徳美明治大学教授）

（２）「小さな拠点」の形成に向けた新しい「よろずや」づくり（Ｈ２６～）

地域が主体となったコミュニティビジネスの形で地域住民が支える持続可能な拠点づくり
に関する調査研究

（座長：飯盛義徳慶應義塾大学総合政策学部教授）

（３）地域における生活支援サービス提供の調査研究（Ｈ２６）

コミュニティビジネスを活用しながら生活支援サービスを継続的に展開する取り組みの
調査研究

（座長：作野広和島根大学教育学部教授）

総務省ホームページ 地域づくり関連調査・統計資料

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/kanrentoukei.html

地域住民の出資により
創設。１００年以上継続。
食料品等日用品に加えて、
ＧＳも経営。また、商店を
拠点として、ボランティア
グループ「大棚結の会」に
よる惣菜販売等、高齢者
生活支援を実施している。

先発事例②（大棚商店（鹿児島県大和村））

地域運営組織に関する総務省の取組について
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形 成 持続的運営

地域づくりワークショップとは

○地域運営組織の形成にあたっては、組織の形成前に、

ポイント

地域づくりワークショップが有効（→報告書Ｐ２３）

○地域内の様々な関係主体の参画の下、地域住民が自ら
・地域の現状把握、課題の発見・共有
・課題の解決に資する地域の特産物、歴史、文化、自然等の地域資源 の発
掘・共有
・地域を担う人材の確保
等を行いつつ、地域経営の指針を策定

地域内の様々な関係主体への声かけ（参加呼びかけ）について、
⾃治会・町内会が中⼼的な役割を担うことが有効

地域づくりワークショップの運営等

○地域運営組織の形成にあたっては、組織の形成前に、地域における課題は
何なのか、今後どのような課題が起こり得るのか、それらの課題の解決に向
けてどのような取組が重要となるのか等について、地域住民が主体的に検
討・共有し、課題解決のためにふさわしい取組体制 （組織）を形成することが
求められる。

ファシリテーターや中間⽀援組織等による助⾔等⽀援が有効
（参考事例：情報⼯房寄り合いワークショップ 報告書Ｐ２４）

○地域経営の指針の策定については、複数年度にわたる取組が必要となる場
合があることから、ワークショップにおいては、計画的な検討事項の整理と具
体的なスケジュールの作成が重要となる。

○ワークショップの運営にあたっては、地域住民のみの進行では、進め方のノ
ウハウや他地域の先発事例等に関する知見が不足する こと等がある。

⾃治会・町内会との関係 多⾓的な事業展開と法⼈化

⼈材確保・育成 地⽅公共団体の⽀援

○既存の自治会・町内会を補完しつ
つ、住民自治を充実させるための
新たな仕組みとしての役割

○自治会・町内会と地域運営組織
が互いに足りない部分を補い合う
「相互補完」の関係の構築
（→報告書Ｐ２５
参考事例：特定⾮営利活動法⼈
鶴ヶ島第⼆⼩学校区地域⽀え合い
協議会 報告書Ｐ２７）

○市場（「民」領域）、集落 （「共」領
域）、行政（「公」領域）それぞれの
領域からの資金 獲得による財政
基盤の強化

○活動を多様化・発展させていく上
での法人化の必要性と多様な法人
制度の活用
（→報告書Ｐ２８
参考事例：新潟県上越市
特定⾮営利活動法⼈牧振興会等
報告書Ｐ３０）

（地域内の人材確保・育成）
○「地域のつなぎ役」としての専従ス
タッフの常駐、地域住民間の役割
分担、研修会等によるスタッフのス
キルアップ、 当番制等による人材
の地域内循環等

（地域外の人材活用）
○中間支援組織等による支援、
地域外からの移住者（地域おこし
協力隊等）の受け入れ等
（→報告書Ｐ３０、３３等
参考事例：特定⾮営利活動法⼈か
みえちご⼭⾥ファン倶楽部等
報告書Ｐ３１、３６、３７）

（財政的支援）
○安定的・持続的な組織運営を目
的としたシステム支援 （運営交付
金等）、条例等に よる位置付け、
支援目的の 明確化と客観的評
価等

（人的支援）
○ワンストップ窓口の設置地域担
当職員の配置、地域内関係団体
等による「チーム」としての支援等
（→報告書Ｐ３９、４６
参考事例：兵庫県朝来市等
報告書Ｐ４２〜４５、４７）

地域運営組織

地域運営組織の形成及び持続的運営に向けて
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条件不利地域における日常生活機能確保（「よろずや」の調査研究）

事業概要と目的

○ 小さな拠点の形成に向けて、中山間地域における商業機能を確保するため、ボランタリーチェーン等の物流網を活用し様々な商品を揃えることにより、

地域住民の毎日の買い物を支える「よろずや」のあり方について調査研究をおこなう。

○ 廃校や旧役場庁舎等を活用した新しい「よろずや」が地域住民の集う拠点となり、新たなサービスが生まれるなど拠点の複合機能化が進むとともに、

周辺地域とのネットワークが構築されることで、新しい「よろずや」は小さな拠点へとつながる。

新しい「よろずや」

○ 中山間地域にも出店可能なボランタリーチェーン等の民間事業者の全国的な物流網等も活用して低価格で売れ筋商品を調達し、地域住民の
毎日の買い物を支える店舗づくりを実現

○ 地域が主体となったコミュニティビジネスの形で地域住民が支える持続可能な店舗づくりを実現

地域住民の集う拠点として複合機能化が進むとともに、周辺地域とのネットワークの構築により小さな拠点へ

事業イメージ

多主体が協働した
「よろずや」づくり

・地域のコミュニティスペース
・高齢者への外出機会の提供
・地域の集配拠点
・新たな生活サービスの成立の促進
・地域の活性化
（カフェやレストランの運営）

「よろずや」の複合機能化

0.地域の合意形成 「よろずや」の姿について地域内の共有

1.よろずや開設

2.拠点の形成

3.運営の工夫

よろずや開設のための地域の協働がスタート

4.新たな挑戦

よろずやが地域コミュニティの拠点に

地域における創意工夫の取組み

地域活性化ビジネスへの積極的な挑戦

自治体

コミュニティ・住民 ボランタリーチェーン

総務省

「よろずや」づくりから、「地域づくり」へ
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平成27年度条件不利地域における日常生活機能確保のための実証事業報告書（概要）

「よろずや」の複合機能化

平成２７年度においては、これまでの調査研究で得た成果を踏まえ、特に、「よろずや」の機能の中で「交流機能」に

ついて調査。「よろずや」が、地域住民が地域で暮らしていける生活サービスの維持・確保するための拠点として、
持続的な運営や機能の複合化による充実を実現するための手法について、先進事例を踏まえ検討。

活動事例

○鹿児島県大和村（大棚商店）
人口減少と高齢化が進む集落において、地域住民
の出資により、物販・サロン・農産物の出荷や販売、
高齢者の見守り活動等を行っている。
各商品の販売状況を分析することによる商品の計画
的な仕入れの実施、人件費の削減、利用率を高める
ための特売セールの実施、惣菜販売などの様々な経
営工夫を行っており、独立採算・黒字経営を実現。

○島根県美郷町（道の駅グリーンロード大和）
従来より存在した道の駅が地域の拠点としての
発展性が見られない状況に鑑み、地区の4自治
会が中心となった協議会が指定管理を開始。
物販、地元農作物の産直市、カフェ・レストラン
機能を備え、多角的経営を実現。また、地域おこし
協力隊も受け入れ、商品開発や広報なども積極的
に行っている。

「よろずや」の基本形
（日常的な買い物機能）

地域住民が支える仕組み
（出資・運営・利用）

「よろずや」の機能

○物販（スーパー等）

○交流（サロン、カフェ・レストラン）

○金融（預貯金引き出し等）

○医療・福祉（健康講習、健康診断等）

○取次（郵便や宅配の受付窓口）

○GS（ガソリンスタンド）

交流機能について調査研究

○待ち合い（バス停等での交流）

○サロン（休憩場所やイートイン等）

○持ち寄り（産直市等）

○生産（惣菜製造、特産品開発等）

○飲食（地域食堂、地元レストラン）

○宿泊・体験（体験イベント開催等）

調査研究の成果

・「よろずや」の継続や
複合機能化の課題
と対応策

・先進事例の整理
・カフェ・レストラン
開業の手引き 等

をとりまとめた。

○行政（住民票発行、指定管理等）

○中継（配送品預かり、ネット注文代行）
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過疎対策関係

地域力創造グループ 地域自立応援課 過疎対策室
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○ 集落の維持・活性化を図るため、基幹集落を中心に周辺の複数集落をひとつのまとまりとする

「集落ネットワーク圏」（「小さな拠点」）において、住民の「くらし」を支える生活サポートシステムの

構築や「なりわい」を継承・創出する活動の育成を支援。

過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業
（まち・ひと・しごと創生総合戦略：「小さな拠点」の形成関連事業）

（１）事業実施主体 集落ネットワーク圏を支える中心的な組織

（地域運営組織）

※ 交付金の申請は市町村が行う。

（２）交付額 １事業当たり 2,000万円以内

（３）平成28年度当初予算額 400,000千円

平成28年度補正予算（案）額 200,000千円

平成29年度概算要求積算額 900,000千円

（４）対象事業 集落ネットワーク圏の形成に係る取組及び

活性化プランに基づく活性化のための事業

・組織体制の確立

・活性化プランの作成

作成

具
体
的
事
業

集落ネットワーク圏

活性化
プラン

専門家等による支援

○ 高齢者サロンの開設

○ 雪下ろし、雪よせ

○ ボランタリーチェーン等と

連携した買物機能の確保

○ デマンドバス・タクシーの

運行

○ 伝統芸能や文化の伝承

○ 特産品の開発や６次産

業化による高付加価値化

○ 田舎暮らし体験等による

都市との交流産業化 等

地域運営
組織

施 策 の 概 要

・集落ネットワーク圏

計画を作成

・集落ネットワーク圏

の形成・活動を支援

市町村

※集落ネットワーク圏の範囲は、新旧小学校区、旧町村等を想定

集落ネットワーク圏における取組イメージ

B集落

A集落

C集落

D集落

役場所在地域

・役場・病院・商店街

・事業所 ・駅

基幹集落

（地域内外）
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「あば村」集落ネットワーク圏（岡山県津山市）

≪ネットワーク圏の概要・現状≫
・８集落（約230世帯、約560人）
・平成17年津山市と合併した旧「阿波村（あばそん）」
・幼稚園の休園、小学校の閉校、地区唯一のGSの撤退
→「あば村宣言」（H27.2）
JAの撤退後、住民出資の合同会社を立ち上げ、
GS・購買を運営

≪課題≫
・地域の支えあいなどの機能強化
・地域の農産加工物の生産、販売体制の拡大

～地域の課題に総合的に取り組む事例～

平成２７年度過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業

≪主な事業内容≫

●生活の安全・安心確保対策
住民出資の合同会社により、ＧＳを高齢者世帯の買物支援、

地域の寄合の拠点として機能強化

●産業振興
・あば商品の統一パッケージ作成、ＥＣ（電子取引）サイト
充実
による販路拡大
・小学校跡地に計画する農産加工・交流施設の
実施設計

●その他
阿波地域に関わる多様な主体（法人組織）の統合を検討し、

地域総合商社化を目指す取組を推進

つやまし

吉島地区（山形県川西町）

≪ネットワーク圏の概要・現状≫
・22集落（約730世帯、約2,620人）
・人口減少、高齢化(高齢化率33％）
・H19年に吉島地区の全世帯が加入する「ＮＰＯきらりよ
しじまネッ
トワーク」を設立し、住民参加の地域づくりを実施

≪課題≫
・世代間関係の希薄化、コミュニケーションの分断化
・地域の担い手が不足

～ICTを活用した地域のコミュニケーション強化や
人材育成に取り組む事例～

よしじまちく かわにしまち

≪主な事業内容≫

●ＩＣＴを活用した地域総合支援アプリ

の開発を行い、買い物支援、見守り等

のサービスをはじめ、住民生活の課題

に対する地域や行政の支援策をアプリ

に集約

●都市部の学生や教師と連携し、地域づくりコーディネー

ターを育成するため、地域の若者と共にワーキング・グルー

プを設置

●地域経営マネジメントの研修や視察を通じて、解決プロ

ジェクトの立案や住民へのプレゼン、プロジェクトのトライ

アルを実施
25



農山漁村振興関係

農林水産省
農村振興局農村政策部

農村計画課農村政策推進室
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○ 農山漁村においては、人口の減少・高齢化等に伴い、小規模集落の増加や地域コミュニティの活力低下が進み、地域経済が低迷する一方、都市住民において
は、付加価値の高い観光・教育・福祉等へのニ－ズが増大。

○ このため、農山漁村が持つ豊かな自然や「食」を活用した都市と農村との共生・対流等を推進する取組、地域資源を活用した雇用の増大等に向けた取組、農
福連携を推進する取組、農山漁村における定住等を図るための取組等を総合的に支援し、農山漁村の活性化を推進。

○ 特に、平成28年３月に決定された「明日の日本を支える観光ビジョン」に「滞在型農山漁村の確立・形成」が位置付けられたところであり、滞在を伴うイン
バウンド需要を農山漁村に呼び込む「農泊」を推進するための地域の受入体制整備、「農」「林」「水」の各分野における農林漁業体験の充実、滞在施設や
農林漁業体験の実施に必要な施設の整備等を支援。

【平成２９年度予算概算要求額：1５,００0 （８,０００）百万円】農山漁村振興交付金

農山漁村活性化整備対策

○実施主体：都道府県、市町村、農林漁業者の組織する団体等
○実施期間：上限５年
○交付率 ：都道府県又は市町村へは定額（実施主体へは１／２等）

○ 市町村等が作成する農山漁村における定住及び地域間交流の促進のための計画の実現に必要
な施設等の整備を支援

○ 「農泊」を推進するための滞在施設や農林漁業体験の実施に必要な施設の整備等を支援

都市農村共生・対流及び地域活性化対策 （拡充） 山村活性化対策

○ 農山漁村の持つ豊かな自然や｢食｣を観光･教育等に活用する地域の活動計画づくりや地域の自立及び
発展に資するための実践活動、意欲ある都市の若者等の地域外の人材を長期的に受け入れる取組、地
域を越えた人材の活用や優良事例の情報受発信など、地域資源を活用する取組を支援

活動計画づくり 子どもたちの農業体験 味噌作り体験

○ 特色ある豊かな地域資源を有する山村の雇用の増大等に向け、
薪炭・山菜等の山村の地域資源等の潜在力を再評価し活用する
取組を支援

○実施主体：市町村等
○実施期間：上限３年
○交付率 ：定額 (１地区当たり上限1,000万円)

地域産品の加工・商品化

○実施主体：地域協議会（市町村が参画）
○実施期間：

都市農村共生・対流対策 ：上限２年
地域活性化対策 ：上限５年
人材活用対策 ：上限３年

○交付率：定額（上限800万円等）

○ 農業分野における新たな働き手としての障害者等の就労を
促進するためバリアフリー等を導入した福祉農園及び附帯施
設等の整備、福祉と連携した農業活動や体制構築及び普及啓
発等の取組を支援

○実施主体：社会福祉法人、民間団体
地域協議会（市町村が参画）等

○実施期間：上限２年
○交付率 ：定額、１／２

農福連携対策 （新規）

障害者による玉ねぎ生産

味噌加工施設

農林漁業の振興を
図る生産施設等の
整備を支援

生産施設等

良好な生活の場であ
る農山漁村の生活環
境整備を支援

都市住民の一時的・短期的
滞在等の交流拠点の整備を
支援

廃校・廃屋等改修交流施設、
農林漁業・農山漁村体験施設、
地域連携販売力強化施設 等

簡易給排水施設、
防災安全施設、
農山漁村定住促進
施設 等

農林水産物処理
加工･集出荷貯蔵
施設 等

定住希望者の
一時滞在施設

生活環境施設 地域間交流拠点施設

農産物直売施設

○「農泊」の推進
訪日外国人を含めた農山漁村への旅行者の大幅拡大を

図り、農山漁村での滞在を伴う「農泊」を推進するため、新た
なメニューを創設し、受入体制整備、ホームページ等の多言
語化、外国人向け体験プログラムの企画等と併せ小規模な
施設改修等（古民家の改修、トイレの洋式化等の整備、Wi-
Fi環境の構築等）を支援

外国人の農村体験

古民家等の小規模な改修

体験プログラムの開発

「農泊」の推進に必要な施設整備

子ども農山漁村
交流プロジェクト

「農」と福祉の連携
プロジェクト

農観連携
プロジェクト

空き家・廃校活用
交流プロジェクト

主な重点
プロジェクト

廃校や古民家を活用した
滞在・交流施設
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

「小さな拠点」づくりに関する
国土交通省の取組

国土交通省

国土政策局 地方振興課

総合政策局 物流政策課

総合政策局 公共交通政策部 交通計画課

道路局 国道・防災課

小さな拠点・地方運営組織の形成に関する
都道府県担当者説明会 資料
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「小さな拠点」に係る取組の経緯等について

○取組の経緯

平成２０年７月 国土形成計画（全国計画）

「地域によっては、人口減少、高齢化が著しく、維持・存続が危ぶまれる集落が存在している。」と初め
て国土計画に位置付け

平成２１年４月 国土交通省 過疎集落研究会報告書（座長：小田切徳美明治大学農学部教授）

「過疎集落の住民生活の安定を図るためには、（中略）具体的には、①日常的な医療、福祉、買い物、地
域交通等の生活に必要な基礎的サービスを提供する、小さな拠点を整備すること」

平成２２年１月 国土審議会政策部会集落課題検討委員会とりまとめ（委員長：奥野信宏中京大学総合政策学部教授）

「基礎的な生活サービスを集落住民に効果的に提供するためには、（中略）『小さな拠点』を整備すると
ともに、それへのアクセス手段を確保することが有効である。」「『小さな拠点』は、人々が直接出会い、
交流する機会を提供する場としても機能し、地域の『絆』を再構築するという役割も期待できる。」

平成２５年３月 「『小さな拠点』づくりガイドブック」の作成

平成２５～２６年 国の調査を通じた地域内の合意形成支援（モニター調査の実施（全国２４地域））

平成２６年７月 「国土のグランドデザイン2050」
「集落が散在する地域において、商店、診療所など日常生活に不可欠な施設や地域活動を行う場を、歩い
て動ける範囲に集め、周辺地域とネットワークでつないだ「小さな拠点」を形成する。」

平成２７年３月 「【実践編】『小さな拠点』づくりガイドブック」の作成

平成２７年８月「国土形成計画（全国計画）」

「（略）小学校区等複数の集落を包含する地域において、生活サービス機能や地域活動の拠点を歩いて動ける範
囲に集め利便性を高めるとともに、周辺集落とコミュニティバス等の交通ネットワークでつなぐ「小さな拠点」を形成し、
必要な生活サービス機能等を維持する。」

○他省庁との連携

内閣府地方創生推進室、総務省、農林水産省とも連携して、「小さな拠点」に関する取組を推進している。

国土政策局地方振興課
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○地域の担い手となる人材確保、地域の稼ぐ力を高めるコミュニティビジネスの振興、都市農村交流などの農山漁村の活性化
等について、関係府省庁（総務省、農林水産省等）と連携して総合的な取り組みを推進

「小さな拠点」づくり ネットワークの形成

○廃校舎等の既存公共施設を活用

して行う施設の再編・集約、機

能再生等

○地域住民による集落生活圏の将来ビジョン（地域デザイン）の策定
○地域住民が主体となった多機能型の取組体制（地域運営組織）の形成
○将来ビジョン（地域デザイン）に基づく地域運営組織の取組

○コミュニティバス、デマンドタク

シー、自家用有償旅客運送による

コミュニティ内の移動の維持・確

保

○事業者とＮＰＯ等の協働による宅配
サービスの維持・改善や買い物難民
支援等にも役立つ新たな輸送システ
ムの構築

地域住民が主体となったビジョンの策定と体制の構築

例：小さな拠点づくりに併せてコミュ
ニティバス・デマンドタクシーな
どにより交通手段を確保

例：周辺集落や市街地とつながる
生活交通の拠点づくり

例：旧役場庁舎を保育所、デイ
サービスセンター、体験宿
泊施設などに活用

例：スーパー撤退後の施設を
集落コンビニ、農産物出荷
拠点などに活用

例：廃校舎を公民館、図書館など
に活用

ふるさと集落生活
圏

小さな拠点

例：事業者とＮＰＯ等の協働による
新たな輸送システムの構築

※既存住宅ストックの有効活用の取組みとも連携

○「道の駅」を地域活性化の拠点

と

する取り組みを支援

例：道の駅に特産品直売所、コミュニティス
ペース、役場機能、診療所などを併設

過疎地物流の確保

中山間地域等において、基幹集落に生活機能等を集めた「小さな拠点」を核に、道の駅等も活用し、周辺集落とのネットワーク
を確保した集落生活圏の形成を推進する。

国土交通省における「小さな拠点」の形成推進 国土政策局地方振興課
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「小さな拠点」の形成推進（施設の再編・集約等に係る支援）

○ 「小さな拠点」連携・普及推進調査

「小さな拠点」に関する取組の裾野を広げるため、フォーラムや交流会の開催等により「小さな拠点」形成に係る考え方

や既存ストックを有効活用したモデル事例に係る情報提供等を積極的に行うとともに、こうした「小さな拠点」形成の取り

組みに係る事後的評価や目標設定に活用可能な評価・分析手法の検討を行う。

「小さな拠点」：日常生活に必要な機能・サービスを集約・確保し、周辺集落との間
を交通ネットワークで結んだ地域の拠点

〇「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」

形成推進事業

（※下線部は平成２９年度拡充要求に係る部分）

●対象地域：過疎、山村等の条件不利地域

●実施主体：市町村、ＮＰＯ法人等（間接補助）

●対象事業

・遊休施設を活用した、小さな拠点の形成に向けた

既存施設の再編・集約に係る改修、買取

・ネットワーク拠点施設（コミュニティバスの駐車施

設等）の設置

人口減少・高齢化が進む中山間地域等において、基幹集落に複数の生活サービスや地域活動の場を集め、周辺集落とネット
ワークで結ぶモデル的な「小さな拠点」の形成を推進するため、既存公共施設の再編・集約等に対する支援について、ＮＰＯ等に
よる事業も補助対象に追加する等の拡充を行うとともに、再編等に係る取組の評価・分析手法の検討等を進める。

国土政策局地方振興課
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【改修後の施設内容（予定）】

１階：診療所、薬局、郵便局、

直売所（商店機能） 等

２階：市総合支所、歯科診療所 等

３階：公民館機能（会議室、図書室、

調理室）、ＮＰＯ法人事務室 等

体育館地下：消防分署

【工事期間（平成27～28年度）】

※行政機能、民間施設は補助対象外

・ 地区人口： 715人（402世帯）

高齢化率：58％ 【H２７.７.１ 現在】

・ 市中心部まで約30km

・ 川井､三ツ木､木屋平の3集落

・ 合併(H17)前の中心部（役場所

在地）であった川井集落に､商

店､診療所､郵便局等が立地

（支所等の施設は老朽化）

• 高齢化が進む山間部の地域で、廃校を活用して、行政、買物、医療等の日常生活サービス機能を集約。

• 有償旅客運送による高齢者等の移動サービスや、安否確認、生活相談等の見守り、農林作業の手伝い等の事業を実

施する住民有志設立のＮＰＯ法人と連携して施設を運営。

「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」
形成推進事業の活用事例

こ や だ い らみ ま

既存公共施設（旧中学校）を活用
したサービス拠点の整備

旧木屋平中学校

旧木屋平中学校

国保歯科診療所こやだいら薬局
（ＮＰＯ運営）

美馬市木屋平総合支所
川合公民館

直売所
ＮＰＯ法人こやだいら

（過疎地有償旅客運送等）

美馬市消防木屋平分署

木屋平駐在所

木屋平郵便局

商店（米）

理髪店

商店

国保木屋平診療所

旅館

地域の概要

googleマップより

googleマップストリートビューより

○拠点形成に向けた検討経過等

H26.4 中学校機能を木屋平小学校に移転

H27.1 検討委員会（第三者委員会）を開催

→ 住民意見を反映しながら計画検討

H27～28年度 施設改修工事の実施

徳島県
美馬市
木屋平地区の位置

拠点周辺の位置図

googleマップより

100m

10km

（徳島県 美馬市 木屋平地区 ）

旧木屋平中学校体育館

緊急用ヘリポート

Ｈ

木屋平老人福祉センター

国土政策局地方振興課
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市町村の地方創生の取組を行うに当たっての相談に対し、国土交通省の地方部局
（地方整備局及び地方運輸局）において一元的に対応。

コンパクトシティ 「小さな拠点」の形成

公共交通
ﾈｯﾄﾜｰｸ整備

「道の駅」
道路ﾈｯﾄﾜｰｸ

物流ﾈｯﾄﾜｰｸ
整備

整備局
建政部

地方創生に取り組む市町村

国土交通省関連施策について、横断的に対応。他省庁の施策にまたがる取組等に係る
相談についても、その相談内容に応じて、関連施策を担当している部局や関係機関へ
の橋渡し、支援メニューをご紹介。

地方創生萬相談窓口

ネットワーク

運輸局
交通政策部

＋

整備局 建政部

整備局
道路部

運輸局
交通政策部

運輸局
交通政策部

各地方整備局企画部、各地方運輸局交通政策部等

よろず

国土交通省における市町村からのまち・ひと・しごと創生相談体制
国土政策局地方振興課
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地域の持続可能な物流ネットワークの構築

○過疎地における事業者とＮＰＯ等の協働による宅配サービスの維持・改善や買物弱者支援等にも役立つ新たな輸送
システムを、自治体と連携しつつ構築する。

○「地域を支える物流システムのあり方に関する検討会」報告書（平成27年3月）を踏まえ、27年度に全国５か所でモデ
ル事業を実施。得られた実践的なノウハウや既存の優良事例を踏まえ、改正物流効率化法の枠組等を活用しつつ、
地域内配送の共同化事例を創出する。

輸送スキーム例

① 宅配各社による非効率な荷物輸送を共同化

② 路線バスや鉄道等の輸送力を活用した貨客混載

③ 買物支援、見守り等の生活支援サービスを複合化

貨客混載

・買物支援
・高齢者の見守り
・直売所等への農産物の出荷代行

など

集落の
中心拠点

貨物輸送の
「共同化」「貨客混載」

周辺集落
（「小さな拠点」等）

生活支援
サービスとの
「複合化」

共同集配

宅配会社

宅配会社

商店（買物支援）
お困りごと

宅配会社

A社

B社

C社

持続可能な物流構築に関するモデル事業

広島県神石高原町来見地区

（ＮＰＯ地域再生プロジェクト）

・道の駅からの弁当・惣菜宅配、農
産物出荷支援等の複合化

宮崎県西米良村
（村役場）

・村営バスを活用した郵
便、新聞の配送、買物
代行等の貨客混載、
共同配送

多摩ニュータウン 諏訪・
永山・貝取・豊ヶ丘エリア
（ヤマト運輸）

・団地内物流拠点から、宅
配便の一括配送

静岡市玉川地区

（静岡鉄道）

・路線バスを活用した混
載、高齢者の見守りや
買物代行の複合化

高知県大川村
（村役場）

・買物代行・送迎、配
食、高齢者の見守り
の複合化

○省力化やサービス水準の向上等、共同輸送の効果を確認。

○意見集約が困難等の課題がある場合、国や地方自治体等の外部支援
を活用しつつ、関係者協議により一定程度解決が可能。

○輸送能力、サービス品質、役割分担等の検討が必要。

総合政策局物流政策課
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高知県土佐郡大川村におけるモデル事業

トライアルを行った15日間において買物代行21件、買物送迎4
件、配食サービス11件の利用があり、そのうち6日間は複数の
サービス提供を行った。

○大川村は、村土の約93％が山林で、離島を除いて全国で も人口が少ない（人口411人、高齢化率
44.4 ％（平成22年）。

○村内の商店等は品揃えが少なく、村外のスーパー等での買物を希望する高齢者が多いが、自家用車を利
用できない高齢者が増加しており、将来を見通した移動手段の確保が必要である。

○モデル事業では、協議会を設置し、村が借りたレンタカーにより、買物代行、買物送迎、配食サービスを複
合化した輸送を行った。

・利用者アンケートでは、55％の方が本サービスを利用したい、15％の方が現状不要であるものの将来的に必要、と回答しており、一定のニーズがある。
・一方で、買物送迎については、デマンド方式により一定の利用があり、利用者も概ね不満はないとのことであったが、公共交通の利用を希望する、運行
時間に不満がある等、サービスの改善を求める声もあった。

・配食サービスは、自ら食事を作れない方や高齢者を中心に利用があり、今後高齢化が進展し独居老人が増加することから、ニーズが高いと予想される。

・集落支援員が村内の利用者から依頼を受け、商店等に注文や配食の手配を行う。
・運転手は買物送迎利用者を送迎し、商店等から買物代行で注文のあった商品や
配食サービスの弁当を受け取る。帰路では、買物送迎利用者を送るとともに、商

品の配達・集金、配食サービス利用者への弁当配達を行う。

集落支援員

利用者

村内商店

●買物代行
●買物送迎
●配食サービス
村民は、上記の
うち利用したい
サービスを前日
までに役場へ連
絡

役場

村内食堂

買物者の移送、注文商
品及び弁当の配送

商品の注文

弁当の注文

人と物を同時に運送

買物希望者の迎え

配食サービス 使用した車両

大川村、高知県、ＪＡ土佐れいほく、大川村社会福祉協議会、大川
村部落自治会、村内商店代表

事業スキーム 協議会メンバー

実施結果

効果と課題

大川村の位置

総合政策局物流政策課
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静岡県静岡市葵区玉川地区におけるモデル事業

・トライアルを行った５日間において、合計80軒の訪問を行い、12軒で

の注文、配達を行った。

・貨客混載について、都市部近郊では、乗客が多く、コンテナが場所を

取ってしまった。

・買物代行においては、特に重量物、嵩張るもの、集落での入手困

難な乳製品や生鮮類の注文が多かった。

・静岡市中心部から玉川地区までネットスーパーを利用した場合の配送料に比べ、バス事業者に支払う荷物料金は安価であり、到着地のバス停から各

世帯までの輸送を考慮しない場合は経済合理性がある。

・今回利用した路線は、都市部に近いエリアまでは乗客が多く、車両の改装による貨物専用スペースの確保等が必要であるが、事業者が自己負担で対

応するのは困難である。

・静岡県では、モデル事業を踏まえ、当該地区も対象に中山間地と市街地を結ぶ持続可能な物流の構築に向けた事業を支援する補助制度を創設した。

効果と課題

・集落内の小さな拠点が買物注文を受け、都市部の拠点に発注。
・商品は路線バスによる貨客混載により、集落内の小さな拠点へ輸送し、小さな
拠点の運営者により各世帯への配送と次回の御用聞きを実施。

・小さな拠点で集荷した地域特産品を、路線バス等により都市部へ納品。

○玉川地区は、人口が平成15年から平成27年で約3割減少し、高齢化率は45.9％と、静岡市全体の
27.8％を大きく上回る。

○多くの在来作物があるが、都市部に運ぶ物流網がないため、販路が限られている。また、宅配スー
パーの配送エリア対象外のため、日用品の買物が満足にできない。

○モデル事業では、協議会を設置し、都市部から集落までの貨客混載と集落内での安否確認や空家
見守りなどを兼ねた御用聞きにより、買物注文の受付、配送等の複合化を実施。

路線バスによる輸送 コンテナの輸送の様子 集落内配送

静岡鉄道(株)、(株)玉川きこり社、Refre玉川、しずてつジャストライ
ン(株)、静岡県、一般財団法人静岡経済研究所、ヤマト運輸(株)

静岡市葵区玉川地区の位置

事業スキーム

実施結果

協議会メンバー

総合政策局物流政策課
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広島県神石郡神石高原町来見地区におけるモデル事業

・トライアルを行った４日間において、配食サービス３３件、農産物の集荷１１

件の利用があった。

・安否確認のみの利用希望者はいなかった。

○神石高原町は、人口が9,960人（平成27年3月）、高齢化率は県内2番目の44.7％である。
○来見地区の住民の経済活動拠点である、道の駅さんわ182ステーションへの公共交通の利便性が欠ける
ことから、住民の高齢化に伴い、道の駅への農産物出荷や買物などが困難になっている。

○モデル事業では、協議会を設置し、道の駅にあるレストラン・加工施設を活用した弁当・惣菜配達と農産
物集荷、安否確認等を実施した。

・住民アンケートでは、輸送サービスの複合化に対する満足度は全般的に高く、将来的な高齢化を想定すると、一定のニーズがあることが確認された。

・配食サービスと農産物の集荷サービスを複合化したことにより、別々で行った場合と比較し、走行距離が約47%短縮される効果がみられた。

・事業拡大に伴い、惣菜製造者や配送者等の人手不足も想定され、総務省の「地域おこし協力隊」等の制度を活用し、人的支援も検討する必要がある。

協議会メンバー

・道の駅のレストランで製造した惣菜を真空パックにして配食サービスを
実施。

・安否確認に併せて配送先で農産物を集荷し、集荷した農産物を、道の
駅で惣菜の原材料として利用。

協議会 配送用保冷ボックス 各世帯への配送

ＮＰＯ法人地域再生プロジェクト、道の駅さんわ182ステーション、井関大矢
自治振興会、井関大矢地域再生協議会

神石高原町の位置

実施結果

事業スキーム

効果と課題

総合政策局物流政策課
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宮崎県児湯郡西米良村におけるモデル事業

・トライアルを行った約１ヶ月において、新聞約14部/日を配達し、新聞

以外の荷物23個の配送を行った。

・宅配３社を対象とした物流量調査の実施により、宅配個数は多い日で

14個、重量は少量貨物の重量規定である350kg以内に収まっていた。

○西米良村小川地区は、人口93人、63世帯（平成25年3月）、高齢化率は約65％である。
○地区内には一軒の商店と郵便ポスト以外に生活サービス施設がなく、出入りする輸送サービスは、頻
度の多寡はあるが、人流、物流、福祉系で計20主体が混在し、担い手不足等が課題となっている。

○モデル事業では、有識者を含めた協議会を設置し、村営バスによる貨客混載と、地域住民による共同
配送を実施した。また、荷物の一括配送の検討を実施。

・小川地区の多様な輸送サービスの複合化を進めることにより、総走行距離の減少や、受取人不在時の再配達ロスも縮減される。また、小川地区での

集配送を地域が担うことで、新たな雇用の創出が期待される。

・地区内外で荷物の輸送主体が変わるため、荷物の管理、受け渡しの方法の確立が必要。

・村営バス（白ナンバー）での少量小荷物の有償運送を行うには、地域再生計画の内閣府認定等を受ける必要がある。

・今後、一括配送の本格実施に向け、各事業者が要求するサービス水準の確保を検討している。

協議会メンバー

・村営バスにより村所驛から小川地区間の貨客混載輸送を実施。
・集落拠点｢おがわ作小屋村｣で軽貨物車両に積み替えて、荷物・新聞等の地
区内集配送を地域が実施。

村営バス 新聞配達の様子 村所驛での受渡し

村営バス
ヒトとモノの輸送
※常温・クール便

集落拠点
(集配場所おがわ作⼩屋村)

軽貨物運送事業者

中⼼拠点
(集配場所:村所驛物産館）

【主な荷物:新聞・⼩包等】

※村内便のみ
※原則として料⾦引換など
⾦銭の受渡を伴わないもの

集配

配達依頼

※⾼齢世帯への声かけも実施

西米良村、九州工業大学、日本郵便(株)、ヤマト運輸(株)、佐川急便
(株)、宮崎交通(株)、宮交ホールディングス(株)、（社）宮崎県タクシー協
会、小川作小屋村村営協議会、(株)米良の庄、西米良村商工会

西米良村の位置

実施結果

事業スキーム

効果と課題

総合政策局物流政策課
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東京都多摩ニュータウン諏訪・永山・貝取・豊ヶ丘におけるモデル事業

・一括配送のトライアル（２日間）では、２社合計で339個の荷物取扱

いがあった。

・２社の荷物を同時に同一配送先に配達することはなかった。

○多摩ニュータウンでは、入居者が一斉に高齢者となり、急激な高齢化を迎えている。
○団地内に出店していた商店は、人口減少、高齢化により、住民の購買力が低下し、撤退が進んでいる。
○モデル事業では、協議会を設置し、団地内の宅配便の一括配送や、生活支援サービスの複合化を実
施した。

・一括宅配により、複数運送事業者の荷物を高密度で配送することが可能となり、不在の顧客についても複数回の配達ができた。

・荷物情報の紐付けは、トライアルでは物量が少なくシール貼付で運用したが、今後受託数量が増加すると、各事業者の伝票をそのまま活用できるシス

テムの構築等が必要である。

・他の事業者の配送ルートが減り、年換算でCO2が約半減、団地内を走行するトラックが減少し、安全な住環境が提供可能である。

・モデル事業を踏まえ、当該地区では2016年4月より、ヤマト運輸が団地内に拠点を設け、佐川急便・日本郵便との一括宅配を開始するとともに、5月よ

り買物代行等の生活支援サービスを提供している。

協議会メンバー

・多摩ニュータウンの貝取・豊ヶ丘地区において、ヤマト運輸と佐川急便の一括配
送を実施。

・住民から注文を受け、スーパー等へ発注し、ヤマト運輸が集配する買物代行
サービスを実施。

買物代行専用の不在連絡票一括配送

ヤマト運輸(株)、多摩市、独立行政法人都市再生機構、京王電鉄(株)

多摩ニュータウンの位置

実施結果

事業スキーム

効果と課題

総合政策局物流政策課
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路線バス等を活用した宅配便輸送(貨客混載)について

取組内容

○ 平成27年10月1日より、事業者(宮崎交通、ヤマト運輸)と自治体(宮崎県、西都市、西村米良
村)が相互連携を図り、バス路線の維持と物流の効率化による地域住民サービス向上を目的に、
路線バスによる宅配便の輸送を開始。

○ 路線バスに一定量の宅配便を積載できるよう、バス車両の中央部の座席を一部減らし、荷台
スペースを確保。西都市～同市東米良地区・西米良村間で宅配便の輸送を行う。

※乗合バスによる旅客の運送に付随した少量貨物の運送（道路運送法§82）の規定に基づき実施するもの。

【バス全体写真】

【荷台スペース写真】 【イメージ図】

期待される効果

○ 路線バスの空きスペースを活用することでバス路線の生産性が向上し、バス路線網の維持に
つながる新たな収入源を確保できる。

○ トラックで輸送していた貨物をバス輸送に代替することで、物流の効率化等につながる。

総合政策局物流政策課
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改正物流総合効率化法を活用した共同輸配送等への支援事業

①モーダルシフト推進事業

②地域内配送共同化事業

○ 本年改正された物流総合効率化法に基づいて、総合効率化計画の策定のための調査事業
及び認定を受けた総合効率化計画に基づく共同輸配送等に対して運行経費支援を実施。

○ 総合効率化計画は物流分野の労働力不足への対応を強力に推進し、流通業務の省力化を
図るため、 ２以上の者の連携を前提に、多様な取組みを支援対象とする。

積載率や運行頻度の改善により、
無駄のない配送を実現

鉄道・船舶も活用した効率的な
輸送手段の選択を推進

トラックによる輸送に代わり鉄道・船舶等
の大量輸送機関を活用

○ 省力化された効率的な物流
の実現

⇒潜在的輸送力を活用し、
多様なニーズに応える
効率化した物流を実現

○ トラックドライバー不足の解消
⇒就業環境の改善等による
人材確保と併せ、省力化に
より物流機能を維持

○ CO₂排出量の大幅な削減
⇒社会への貢献度の高い

物流の実現

トラック65台分

トラック160台分
⇒より少ない人員での大量輸送を実現

⇒荷主や地域も巻き込んで、貨物混載・
帰り荷確保等の共同輸送を加速し
積載率を向上

A
社

B
社

店
舗

空

A
社

A社トラック

A社トラック

B社トラック
B
社

店
舗

（
流
通
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務
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業
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事業概要
１．補助対象事業者

荷主企業及び物流事業者等物流に係る関係者によって構成される協議会
２．補助対象経費（補助率）

計画策定経費（定額）、運行経費（ 大１／２）

３．平成２８年度予算額：３７百万円
平成２９年度概算要求額：５６百万円

今後のスケジュール
応募期間：平成２８年９月７日～１０月１４日
補助対象事業者の認定：１０月以降

総合政策局物流政策課
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＜支援の内容＞
○ 地域公共交通網形成計画等の

策定に係る調査

○ 地域公共交通再編実施計画の
策定に係る調査

＜支援の内容＞
○ 国の認定を受けた地域公共交通再編実施計画

に基づく事業の実施

・地方路線バスの利便性向上、運行効率化等の
ためのバス路線の再編やデマンド型等の多様
なサービスの導入 等

地域公共交通ネットワーク再編の促進

＜支援の内容＞
○ 過疎地域等におけるバス、デマンドタクシーの運行

○ バス車両の更新 等

○ 離島航路・航空路の運航

地域の特性に応じた生活交通の確保維持

＜支援の内容＞

○ ノンステップバスの導入、視覚障害者誘導用ブロック
の整備 等

○ ＢＲＴの整備

○ 地域鉄道の安全性向上に資する設備の更新 等

快適で安全な公共交通の構築

地域公共交通ネットワーク形成に向けた
計画策定の後押し

地域公共交通確保維持改善事業

地域公共交通網
形成計画

コンパクト＋ネットワークの実現にとって不可欠な地域公共交通ネットワークの
再構築に向けた取組みを支援

地域公共交通再編
実施計画

国の認定

地
域
公
共
交
通
再
編
実
施
計
画
を
実
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は
、
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平成２９年度要求額 ２８１億円
（対前年度比 １．２３）

鉄道施設の安全対策事業 （平成２８年度補正予算）

○ 安全な鉄道輸送を確保するために地域鉄道事業者が行う軌道改良や信号保安設備等の整備等を支援。

平成28年度補正要求額 11億円

総合政策局公共交通政策部交通計画課
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改正地域公共交通活性化再生法（平成26年5月成立）の概要

関係者相互間の連携と
協働の促進 等

日常生活等に必要不可欠な
交通手段の確保等

まちづくりの観点からの
交通施策の促進

交通政策基本法（平成25年12月4日公布・施行）の具体化

 地域住民の通勤・通学・買物・通院といった、日常生活を営む上での交通圏を踏まえ
て公共交通ネットワークを再構築する。（Ａ市・Ｂ町・Ｃ村全体で取り組む）

 拠点間や拠点と居住をネットワークで結び、移動の利便性を向上させる。
 それぞれの路線の役割を明確化し、運行の効率化を図る。

⇒C村において、小さな拠点を中心に、隣接市へのバス路線の延伸、支線の役割分担
（デマンド化）などを行うことで、持続的な公共交通ネットワークを形成。

地域公共交通ネットワーク再構築のイメージ

Ａ市

C村

小さな
拠点

Ｂ町

商業
施設

Ａ市

C村

小さな
拠点

Ｂ町

商業
施設

※このほか、軌道やバス、船舶の高度化に向けた
具体的な事業もあり。

改正地域公共交通活性化再生法の基本スキーム

地域公共交通を網羅的に見直し、コンパクトシティの

実現に向けたまちづくりとの連携しつつ

地域全体を見渡した面的な公共交通ネットワークの方

向性を検討。

地域公共交通網形成計画
＝地域公共交通に関するマスタープラン

事業者と協議の上、
地方公共団体が関係者と
協議会を開催し策定

⇒国土交通大臣の認定を受けたものについては、
重点的な支援

具体的な取組に向けた計画の作成

国土交通大臣が認定し、計画の実現を後押し

地域公共交通再編実施計画
＝地域公共交通を再編するために、

具体的に行う取組

地方公共団体が事業者
等の同意の下に策定

公共交通の利便性・効率性の向上を図り、持続可能な移動環境を形成

①地方公共団体（都道府県、市町村）が中心となり、
②まちづくりなど関連施策と連携し、
③面的な公共交通ネットワーク を再構築

ポイント

本格的な人口減少社会における地域社会の活力の維持・向上

目標

総合政策局公共交通政策部交通計画課
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■ 地方創生を支援する「道の駅」の取組を推進します。

・平成5年の制度創設以来、1,093箇所

全国モデル「道の駅」 6箇所(平成26年度選定)
重点「道の駅」 73箇所(平成26、27年度選定)

○地方創生に資する地産地消の促進及び小さな拠点
の形成等を目指した、先駆的な取組等を行う「道
の駅」を重点支援

＜背景／データ＞

【地域振興施設等】
○様々なサービスを

提供する施設

⇒他省庁と連携し支援

【道路施設等】

⇒社会資本整備総合交
付金等により国土交
通省が支援

市町村等整備 道路管理者整備

市町村等整備

一体型

単独型

整備方法は
２種類

○「道の駅」の質的向上に向けた取組として、全国
各地の「道の駅」の模範となる特定テーマ型モデ
ル「道の駅」を選定

(6) 「道の駅」による地域活性化の推進

4 地域の活性化と豊かな暮らしの実現

○「道の駅」において、観光情報の提供や道路情報
の充実等により、利用者サービス面の向上を図る

＜「道の駅」ピア21しほろ＞

地方創生に資する取組企画事例

・高速バス、路線バス、地域
コミュニティバスの乗継拠
点整備

・地元の大学と連携した特産品
協同開発および販売促進

＜「道の駅」阿蘇＞

［「道の駅」の概要］(P57参照)

道路局 国道・防災課
（「小さな拠点」と「道の駅」について） 
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２．選定対象の「道の駅」

○地方創生に資する地産地消の促進及び小さな拠点の形成等を目指した
「道の駅」の新設またはリニューアル

○具体的には、中山間地域及び漁村地域等において、
・地域の特産品を活かした産業振興
・高齢化等に対応した住民サービスの提供
・公共交通の結節点として地域住民への交通サービスの提供
・地域の観光総合窓口
・災害時の地域の防災拠点化 などの取組を行う「道の駅」

○有識者懇談会の意見を踏まえ、３８箇所選定

○地方創生の核となる特に優れた 「道の駅」の取組を、関係機関と連携して

選定し、重点的に応援する制度

３．選定

１．重点「道の駅」の概要対象

平成２７年度 重点「道の駅」の選定について
道路局 国道・防災課
（「小さな拠点」と「道の駅」について）

46



○ 「近き者よろこびて、遠き者来る」 をコンセプトとした、にぎわい・交流の拠点となる道の駅。

○ 公共サービス、生活サービス等の集約、（仮）地域交流会館の整備により、町民の日常生活、いきがい、健康を支えるにぎわいの拠点。

○ 町内の農業、商工業関係者、地元大学等との協働事業により、地域の魅力を内外に発信する交流の拠点。

道の駅「（仮称）たがみ」 新潟県田上町

駅名 都道府県 設置者 路線 新設/既設 設置年度 種別

（仮称）
たがみ

新潟県 田上町
国道403号
バイパス

新設
平成32年度

(予定)
一体型

＜提案の先駆性・ポイント＞ ＜実施内容＞

産業振興
地域の魅力を発信する拠点を創出

交流・連携
地元大学との連携

地域福祉
公共サービス・生活サービス等を集約

○にぎわいの拠点づくり
・多くの町民の生涯学習や交流の拠点となる（仮）地域交流会館の整備
・商店やATM等の生活サービス拠点の整備
・道の駅と集落地域等を結ぶ公共交通・宅配サービスの導入
・高齢者が元気に社会参加できるための健康づくり支援【大学連携】

○交流の拠点づくり
・町内の農業・商工業関係者等との共同事業【大学連携】
・地域の魅力を活かしたイベント・情報発信【大学連携】

■地元大学との連携
・田上町と地元３大学（新潟薬科大学、新潟経営大学、新潟中央短期大学）
が連携協定を締結し、計画段階から参画

・地域活性化の担い手となる人材育成、若者ならではの視点を活かした地
域づくり、「道の駅」の新たな価値の創出の促進

■高齢者の社会参加の促進
・高齢化が進む中で、高齢者が社会参加し、活躍・交流できる場を確保

【人口減・高齢化の進む田上町】
25年後、人口2/3以下、高齢化率46％に！

若 者 と 一 緒 に 町 を 元 気 に ！

道の駅周辺に行政サービス・生活サービスの機能を集約

特産品（曽根人参）を
活かした商品開発

※イメージ

田上町

道の駅予定区域

町総合保健福祉センター

町役場

田上郷土地改良区

福祉施設やすらぎの家

町商工会館 農業・商工業関係者
とのイベント

町民の日常生活

連携

大学生のアイディア

内なる魅力を発信し、
外との交流を促進！

高齢者の健康増進
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村民の帰村意向（H27アンケート）

道の駅「（仮称）までい館」 福島県飯舘村

駅名 都道府県 設置者 路線 新設/既設 設置年度 種別

（仮称）
までい館

福島県 飯舘村 県道１２号 新設 平成２９年 一体型

＜提案の先駆性・ポイント＞ ＜実施内容＞

産業復興の先進的取組
先進技術による花づくりで農業復興

生活を支える地域福祉拠点
帰村に即した需要に対応

■放射能という特異性から、帰村人口の大幅減が見込まれる中で、
「人」「もの」「情報」が集まる道の駅を復興拠点として整備する

■商店、金融機関の再開の目途が立たない中、帰村時の村民の日
常生活を支えるための施設を整備。また、高齢者等交通弱者のた
めに宅配等を実施する。また、役場や医療機関等と連携し、帰村を
サポートする拠点とする

■産業、特に農業復興のため、食べ物より放射線や風評被害の影響
を受けにくい「花」をキーワードにした営農再開を進めるための拠点

飯舘村

（％）

位置図

避難指示区域の状況

土地利用構想図

帰村意向者の
多くは高齢者

避難指示解除
直後は超高齢
化社会かつ大
幅人口減が予
想される

⇒

※帰村：原子力発電所事故により村外へ避難している村民が、避難指示解除後に村内に帰還すること。 国は平成29年3月に避難指示解除を目指すとした方針を示している。

※

〇【地域福祉】：帰村時に即応する日常生活必需品確保のための商業施設整備
村民の帰村生活を支援し、高齢者等交通弱者のための宅配サービス、ATM設置
による金融サービス等を実施
村内巡回バスによる村内主要施設（役場、医療機関等）、各集落との連携

〇【産業振興】：エリア内施設で先進技術による高価値の花苗を栽培し「までい館
で展示・直売。村民への苗・技術提供による営農再開支援

〇上記に加え、“戻る人”“戻らない人”“村を応援したい人”をつなぐ「ネットワーク
型の新しいむらづくり」の拠点として、事業やイベントを企画・実施

かん

－原発災害からの帰村時の日常生活を支え、産業復興を図る場として、復興拠点となる道の駅整備－
○避難指示解除後の帰村に即応し、生活必需品販売施設等を備え、帰村をサポートする拠点として整備する
○村基幹産業である農業の復興のため、「花」をキーワードに先進的取組を実施・ＰＲし、就農や営農再開を支援する

い い た て む ら
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平成28年7月26日

道 路 局

平成２８年度特定テーマ型モデル｢道の駅｣の募集

～平成２８年度のテーマ”住民サービス”～

地方創生を具体的に実現していくための極めて有力な手段として、「道の駅」の重要

性が高まる中、「道の駅」の質的向上に向けた取組として、全国各地の「道の駅」の模範

となって質的向上に寄与する"特定テーマ型モデル「道の駅」"を新たに募集します。

募集にあたっては、「道の駅」が有する個々の「機能」が異なる点に留意し、モデル「道

の駅」としての模範性を高めるために、テーマ（部門）を設定することとし、平成２８年度

は、"住民サービス"をテーマ（部門）として募集します。募集のあった「道の駅」の中から

より模範性のある「道の駅」を選定し、広く周知します。

＜特定テーマ型モデル「道の駅」の役割＞

"特定テーマ型モデル「道の駅」"に選定された「道の駅」は、全国の「道の駅」

からの視察及び講師の要請に対応するなど、「道の駅」の質的向上に貢献する

役割を担います。

＜募集対象＞

①中山間地域及び漁村地域等において、高齢化社会に対応した地域福祉向上の

ための取組、地域課題に対応した住民生活支援のための取組、小さな拠点形

成を目指した取組など、公共の福祉を増進することを目的とした地域住民へ

のサービス向上に資する取組を現在実施している「道の駅」を対象。

②開駅後１０年以上経過した｢道の駅｣を対象とし、募集条件を満たすこと。

（募集条件は別紙参照。）

＜募集期間＞

平成２８年７月２６日～８月２５日

＜選定の流れ＞

「道の駅」有識者懇談会において審議・選定し、国土交通大臣が認定します。

＊詳細は以下のＵＲＬ（国土交通省ＨＰ内「道の駅」）にて掲載しています。

http://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/index.html

問い合わせ先：
道路局 国道・防災課 課長補佐 竹内 勇喜（内線 37842）

代表：03-5253-8111 国道・防災課直通：03-5253-8492 FAX：03-5253-1620

別 紙

＜平成２８年度 住民サービス部門 モデル「道の駅」募集条件＞

下記に示す①～③の募集条件を全て満足すること。

ただし、②に関して取組を現在複数実施しており、各取組の実施年数の平均値が３年以上で

ある場合は、①の条件を満たしていなくてもよいこととします。

項 目 募 集 条 件

①住民サービス関連 ■「道の駅」区域内、あるいは「道の駅」区域に隣接して、小さな拠点

の施設状況 の形成を目指した住民サービス関連施設が複数数立地しており、各施

設の運営年数の平均値が３年以上であること。但し、商業施設は対象

外とする。

施設例

行政サービス施設、保育所や託児所など子育てサポート施設、

病院、特別養護老人ホーム、デイサービス施設、コミュニケー

ション施設、郵便局、図書館等

②住民サービス向上 ■「道の駅」を拠点として、高齢化社会に対応した地域福祉向上のため

に資する取組状況 の取組、地域課題に対応した住民生活支援のための取組など、公共の

福祉を増進することを目的とした地域住民へのサービス向上に資す

る取組を現在実施しており、各取組の実施年数の平均値が３年以上で

あること。

取組例

移動販売、高齢者の安否確認、デマンドバス・デマンドタクシ

ーの運行、役場機能等

③先駆性又は独創性 ■地域住民へのサービス向上に資する取組内容について、先駆性又は独

創性があり、モデル「道の駅」としてふさわしい「道の駅」であるこ

と

道路局 国道・防災課
（「小さな拠点」と「道の駅」について）
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厚生労働省

地域福祉関係

社会・援護局 地域福祉課
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４．「介護離職ゼロ」に向けた取組の方向
（４）地域共生社会の実現

子供・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる

「地域共生社会」を実現する。このため、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、地域のあらゆる

住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、福祉などの地

域の公的サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる仕組みを構築する。また、寄附文化

を醸成し、NPO との連携や民間資金の活用を図る。

ニッポン一億総活躍プラン（平成２８年６月２日閣議決定）
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安心した生活（地域課題の解決力強化と医療・福祉人材の活用）

⑨ 地域共生社会の実現
介護離職

ゼロの実現
介護離職

ゼロの実現

【国民生活における課題】

高齢、障害、児童等の対象者ごとに充実さ
せてきた福祉サービスについて、複合化す
るニーズへの対応を強化することが必要。

医療・福祉人材の確保に向けて、新たな資
格者の養成のみならず、潜在有資格者の人
材活用が必要。また、これにより、他の高
付加価値産業における人材確保を同時に達
成することが必要。

・有資格者のうち資格に係る専門分野で就業し
ていない者の割合：
保育士 約６割（2015年度・推計）
介護福祉士 約４割（2013年度・推計）

【今後の対応の方向性】

支え手側と受け手側が常に固定しているのではなく、皆が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域社会の実現
を目指す。あわせて、寄附文化を醸成し、NPOとの連携や民間資金の活用を図る。また、支援の対象者ごとに縦割りとなってい
る福祉サービスの相互利用等を進めるとともに、一人の人材が複数の専門資格を取得しやすいようにする。

【具体的な施策】

・地域包括支援センター、社会福祉協議会、地域に根ざした活動を行うNPOなどが中心となって、小中学校区等の住民に
身近な圏域で、住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくりを支援し、2020年～2025年を目途に全国
展開を図る。その際、社会福祉法人の地域における公益的な活動との連携も図る。

・多様な活躍、就労の場づくりを推進するため、公共的な地域活動やソーシャルビジネスなどの環境整備を進める。

・共助の活動への多様な担い手の参画と活動の活発化のために、寄附文化の醸成に向けた取組を推進する。

・高齢者、障害者、児童等の福祉サービスについて、設置基準、人員配置基準の見直しや報酬体系の見直しを検討し、
高齢者、障害者、児童等が相互に又は一体的に利用しやすくなるようにする。

・育児、介護、障害、貧困、さらには育児と介護に同時に直面する家庭など、世帯全体の複合化・複雑化した課題を受
け止める、市町村における総合的な相談支援体制作りを進め、2020年～2025年を目途に全国展開を図る。

・医療、介護、福祉の専門資格について、複数資格に共通の基礎課程を設け、一人の人材が複数の資格を取得しやすい
ようにすることを検討する。

・医療、福祉の業務独占資格の業務範囲について、現場で効率的、効果的なサービス提供が進むよう、見直しを行う。

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度以降

指標

2020年～2025年
を目途に：
地域課題の解決
力を強化する体
制 全国展開
総合的な相談支
援体制 全国展
開

2021年度：
新たな共通の基
礎課程の実施

設備・人員基準や
報酬体系の

見直しを検討

各地域における体制の確立・充実

対応を実施

検討結果を
踏まえた
対応を実施

相談支援体制づくり

地域課題の
解決力の強化／
福祉サービスの
一体的提供／
総合的な

相談支援体制づくり

関する研究

各資格の
履修内容に
関する研究

医療、介護、福祉の
専門資格における
共通の基礎課程の

検討・
業務独占資格の

対象範囲の見直し

資格所持による履修期間短縮について、
資格ごとに検討・結論。

可能な資格から履修期間短縮を実施
単位認定について検討

介護福祉士と
准看護師相互の

単位認定について検討

単位認定拡大について、資格ごとに検討・結論。
可能な資格から単位認定を実施

可能な資格から履修期間短縮を実施
※共通の基礎課程創設後も、既取得者に適用

業務独占資格の業務範囲の見直しを継続的に検討・実施

相談支援体制づくりと地域課題の解決力強化について、相談支援体制づくりと地域課題の解決力強化について、
モデル事業等を数年間実施する中で制度化を検討

誰
も
が
支
え
合
う
地
域
の
構
築
に
向
け
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
実
現

（
平
成
27
年
9
月
17
日
・
厚
生
労
働
省
）

誰
も
が
支
え
合
う
地
域
の
構
築
に
向
け
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
実
現

―

新
た
な
時
代
に
対
応
し
た
福
祉
の
提
供
ビ
ジ
ョ
ン―

（
平
成
27
年
9
月
17
日
・
厚
生
労
働
省
）

新たな共通の基礎課程の具体案について検討・結論
新たな共通の基礎課程の実施

※共通の基礎課程が一部資格にとどまる場合には、
資格の範囲の拡大について継続検討・順次実施

福祉系国家資格を
有する者に対する
保育士養成課程・
保育士試験科目の

一部免除について検討

福祉系国家資格を
有する者に対する
保育士養成課程・
保育士試験科目の

一部免除について検討

福祉サービスの
一体的な提供に

運用上の対応が
可能な事項の

ガイドラインを整備

福祉サービスの
一体的な提供に

ついて
運用上の対応が
可能な事項の

ガイドラインを整備

年度

施策
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小
中
学
校
区

市
町
村

地域における住民主体の課題解決

○住民に近い圏域で、
・ 制度や分野にとらわれない地域課題の把握
・ 住民団体等によるインフォーマル活動への支援、
・ 公的な相談支援機関へのつなぎや、課題の共有を担うコーディネート機能

など地域課題の解決に向けた体制

包括的・総合的な相談支援体制の確立

○相談者本人のみならず、育児、介護、障害、貧困など相談者が属する世帯全体
の複合化、複雑化したニーズを的確に捉え、分野別の相談支援体制と連動して対
応する体制

地域における住民主体の課題解決・包括的な相談支援体制
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市
町
村

小
中
学
校
区

地域では解決できない課題

民生委員・児童委員

地域課題の把握 地域活動を行う人材の発掘、育成

→ 生涯現役社会の実現

地域活動を行う地区社協、福祉委員会等

ご近所、自治会

地域の社会資源
（ｲﾝﾌｫｰﾏﾙｻｰﾋﾞｽ等）

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、PTA、老人ｸﾗﾌﾞ、子ども会、NPO 等

様々な課題を抱える住民
（生活困窮、障害、認知症等）

相互連携／生活支援コーディネーター、CSW等による
バックアップ（住民による地域活動の体制強化）

雇用

児童

障害

高齢

福祉のみならず、多機関・
多分野に渡る支援機関の
ネットワーク構築。支援内
容の調整等

包括的・総合的な
相談支援体制の確立

Ａ地区

生活困窮

地域包括支援センター、社会福祉
協議会、地域に根差した活動を行う
NPOなどが中心となって、小中学校
区等の住民に身近な圏域で、住民
が主体的に地域活動を把握して解
決を試みる体制づくりを支援し、
2020年～2025年を目途に全国展開
を図る。その際、社会福祉法人の地
域における公益的な活動との連携も
図る。

共助の活動への多様な担い手の
参画と活動の活発化のために、寄附
文化の醸成に向けた取組を推進す
る。

（平
成
28
年
6
月
２
日
閣
議
決
定
）

ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン 育児、介護、障害、貧困、さらには

育児と介護に同時に直面する家庭
など、世帯全体の複合化・複雑化し
た課題を受け止める、市町村におけ
る総合的な相談支援体制つくりを進
め、2020年～2025年を目途に全国
展開を図る。

相談支援包括化推進員※

※平成28年度モデル

事業（多機関の協働に
よる包括的支援体制
構築事業）で実施

地域福祉活動体制強化事業（仮称） 平成２９年度概算要求 ３０億円
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多機関の協働による包括的支援体制構築事業

○福祉ニーズの多様化・複雑化を踏まえ、単独の相談機関では十分に対応できない、いわゆる「制度の狭間」の課題の解決を図る観点
から、複合的な課題を抱える者等に対する包括的な支援システムを構築するとともに、高齢者などのボランティア等と協働し、地域に必
要とされる社会資源を創出する取組をモデル的に実施する。

○具体的には、市区町村が実施主体となって、地域の中核となる相談機関を中心に、以下の取組を行う。
① 相談者が複数の相談機関に行かなくても、複合的な悩みを総合的かつ円滑に相談できる体制を整備するとともに、
② 相談者本人が抱える課題のみならず、世帯全体が抱える課題を把握し、
③ 多機関・多分野の関係者が話し合う会議を開催するなど、その抱える課題に応じた支援が包括的に提供されるよう必要な調整を行
うほか、

④ 地域に不足する社会資源の創出を図る。

壮年の引きこもりと
老親が地域で孤立

若年性認知症や
高次脳機能障害

障害のある生活困窮者

難病患者・がん患者
の就労支援

【地域の中で複合的な課題を抱える要援護者】

「制度の狭間」の課題

ボランティア等と協働した新たな社会資源の創出

地域包括支援センター

障害者相談支援事業所

福祉事務所児童相談所

雇用関係機関

教育関係機関
医療関係機関

農業関係機関

司法関係機関

○福祉のみならず、多機関・多分
野に渡る支援機関のネットワー
ク構築と、支援内容の調整

地域における包括的な相談支援システムの構築

【地域の企業等】
【自主財源の確保】

【新たな社会資源の創出】

生活援助
地域交流

見守り

○自主財源を原資としつつ、ボ
ランティア等と協働し、相談
者に必要な支援を創出

○寄付等の働きかけ

○アウトリーチを含む包
括的な相談対応と、世
帯全体のニーズの総合
的なアセスメント・必
要な支援のコーディ
ネート

【自立相談支援事業等の地域の中核的な相談機関】 【地域に不足する資源の検討】

上記のモデル的取組を通じ、ノウハウ等を集積し、これらを横展開することを通じて、誰もが安心して
身近な地域で暮らせるよう、全国各地で包括的な相談支援システムを構築していくことを目指す。

【市町村等】

＋

民
間
へ
委
託

○事業の進捗管
理と関係機関
の連携体制の
構築を支援
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生活支援コーディネーター・協議体
について

平成２８年９月26日
厚生労働省 老健局振興課

課長補佐 谷内一夫
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。
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【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
22%

2号保険料
28%

【財源構成】

国 39%

都道府県
19.5%

市町村
19.5%

1号保険料
22%

介護予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業

○二次予防事業
○一次予防事業

介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営

・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営

（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○在宅医療・介護連携推進事業

○認知症総合支援事業
（認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア

向上事業 等）

○生活支援体制整備事業
（コーディネーターの配置、協議体の設置 等）

介護予防給付（要支援1～２）

充
実

改正前と同様

事業に移行
訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

＜改正前＞ ＜改正後＞介護保険制度

全市町村で
実施

新しい地域支援事業の全体像
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○ 地域包括ケア実現に向けた、充実・強化の取組を地域支援事業の枠組みを活用し、市町村が推進。

○ あわせて要支援者に対するサービスの提供の方法を給付から事業へ見直し、サービスの多様化を図る。

○ これらを市町村が中心となって総合的に取り組むことで地域で高齢者を支える社会が実現。

※「医療・介護連携強化」「認知症施策の推進」「生活支援体制整備」に係る事業については、地域包括支援センター以外の実施主体に事業を委託

することも可能

平成30年度までに全市町村が地域支援事業として以下の事業に取り組めるよう、必要な財源を確保し、市
町村の取組を支援する。

地域の医療・介護関係者
による会議の開催、在宅
医療・介護関係者の研修
等を行い、在宅医療と介護
サービスを一体的に提供
する体制の構築を推進

初期集中支援チームの関与に
よる認知症の早期診断・早期
対応や、地域支援推進員によ
る相談対応等を行い、認知症
の人本人の意思が尊重され、
できる限り住み慣れた地域のよ
い環境で自分らしく暮らし続け
ることができる地域の構築を推
進

生活支援コーディネーター
の配置や協議体の設置等
により、担い手やサービス
の開発等を行い、高齢者
の社会参加及び生活支援
の充実を推進

市町村による在宅医療・介護連携、認知症施策など地域支援事業の充実
平成28年度１９５億円（公費：３９０億円）

在宅医療・介護連携

３４億円（公費：６８億円）
認知症施策

５７億円（公費：１１３億円）

地域包括支援センター等
において、多職種協働によ
る個別事例の検討等を行
い、地域のネットワーク構
築、ケアマネジメント支援、
地域課題の把握等を推進

地域ケア会議

２４億円（公費：４７億円）
生活支援の充実・強化

８１億円（公費：１６２億円）

※１ 平成30年度からの完全実施に向けて段階的に予算を拡充。（財源は、消費税の増収分を活用）
※２ 上記の地域支援事業（包括的支援事業）の負担割合は、国39％、都道府県19.5％、市町村19.5％、１号保険料22％
※３ 金額は四捨五入により、億円単位にまとめているため、合計額は一致していない。
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地域住民の参加地域住民の参加

高齢者の社会参加生活支援・介護予防サービス

生活支援の担い手
としての社会参加

○現役時代の能力を活かした活動
○興味関心がある活動
○新たにチャレンジする活動

・一般就労、起業
・趣味活動
・健康づくり活動、地域活動
・介護、福祉以外の
ボランティア活動 等

○ニーズに合った多様なサービス種別

○住民主体、NPO、民間企業等多様な
主体によるサービス提供

・地域サロンの開催
・見守り、安否確認
・外出支援
・買い物、調理、掃除などの家事支援
・介護者支援 等

バックアップ

バックアップ

都道府県等による後方支援体制の充実

市町村を核とした支援体制の充実・強化

○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加。ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協同
組合等の多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供することが必要。

○ 高齢者の介護予防が求められているが、社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につながる。
○ 多様な生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりを市町村が支援することについて、制度的な位置づけの強

化を図る。具体的には、生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の
地域資源の開発やそのネットワーク化などを行う「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」の配置などについて、介
護保険法の地域支援事業に位置づける。

生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加
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⺠間
企業 ボランティアＮＰＯ

バックアップ
市町村を核とした⽀援体制の充実・強化（コーディネーターの配置、

協議体の設置等を通じた住⺠ニーズとサービス資源のマッチング、情報集約等）

事
業

主
体

○⾼齢者の在宅⽣活を⽀えるため、ボランティア、ＮＰＯ、⺠間企業、社会福祉法⼈、協同組合等の多様
な事業主体による重層的な⽣活⽀援・介護予防サービスの提供体制の構築を⽀援

・介護⽀援ボランティアポイント等を組み込んだ地域の⾃助・互助の好取組を全国展開
・「⽣活⽀援コーディネーター（地域⽀え合い推進員）」の配置や協議体の設置などに対する⽀援

⺠間とも協働して⽀援体制を構築

家事援助
安否確認

⾷材配達

移動販売

配⾷＋⾒守り

⾃
治
会
単
位
の
圏
域

⼩
学
校
区
単
位
の
圏
域

市
町
村
単
位
の
圏
域

交流サロン

声かけ
コミュニティ
カフェ

権利擁護

外出⽀援

⽣活⽀援・介護予防サービスの提供イメージ

協同
組合

多様な主体による生活支援・介護予防サービスの重層的な提供

社会福祉
法⼈

介護者⽀援

等

下地づくりのためのプロセス〈生活支援体制整備事業の実施〉
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【参考】生活支援・介護予防の体制整備におけるコーディネーター・協議体の役割

（２）協議体の設置 ⇒多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進

（１）生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置 ⇒多様な主体による多様な取組のコーディネート
機能を担い、一体的な活動を推進。コーディネート機能は、以下のＡ～Ｃの機能があるが、当面ＡとＢの機能を
中心に充実。

エリアとしては、第１層の市町村区域、第２層の中学校区域があり、平成26年度は第１層、平成29年度までの
間に第２層の充実を目指す。
① 第１層 市町村区域で、主に資源開発（不足するサービスや担い手の創出・養成、活動する場の確保）中心
② 第２層 中学校区域で、第１層の機能の下で具体的な活動を展開

※ コーディネート機能には、第３層として、個々の生活支援サービスの事業主体で、利用者と提供者をマッチングする機能が
あるが、これは本事業の対象外

（Ａ）資 源 開 発 （Ｂ）ネットワーク構築 （Ｃ）ニーズと取組のマッチング

生
活
支
援
・
介
護
予
防
の
基
盤
整
備
に
向
け
た
取
組

○ 地域に不足するサービスの創出
○ サービスの担い手の養成
○ 元気な高齢者などが担い手として活動す

る場の確保 など

○ 関係者間の情報共有
○ サービス提供主体間の連携の体制づくり
など

○ 地域の支援ニーズとサービス提供主体の
活動をマッチング
など

⺠間企業 ボランティアＮＰＯ 協同組合 社会福祉法⼈

生活支援・介護予防サービスの多様な関係主体の参画例

※１ これらの取組については、平成２６年度予算においても先行的に取り組めるよう５億円を計上。
※２ コーディネーターの職種や配置場所については、一律には限定せず、地域の実情に応じて多様な主体が活用でき

る仕組みとする予定であるが、市町村や地域包括支援センターと連携しながら活動することが重要

等
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第1層 市町村全域 中間支援組
織

地縁組織

社協 包括

市町村

協議体
NPO

民間企業
ボランティア団

体

第2層 日常生活圏域（中学校区等）

協議体

地区社協

包括NPO

意欲ある
住民

コーディネーター・協議体の配置・構成のイメージ

町内会 包括

介護サービ
ス事業所

意欲ある
住民

協議体

○ コーディネーターとして適切な者を選出するには、「特定の団体における特定の役職の者」のような充て職による任用ではなく、
例えば、先に協議体を設置し、サービス創出に係る議論を行う中で、コーディネーターにふさわしい者を協議体から選出するよう
な方法で人物像を見極めたうえで選出することが望ましい。

○ 協議体は必ずしも当初から全ての構成メンバーを揃える必要はなく、まずは最低限必要なメンバーで協議体を立ち上げ、徐々
にメンバーを増やす方法も有効。

○ 住民主体の活動を広める観点から、特に第２層の協議体には、地区社協、町内会、地域協議会等地域で活動する地縁組織や
意欲ある住民が構成メンバーとして加わることが望ましい。

○ 第３層のコーディネーターは、サービス提供主体に置かれるため、その提供主体の活動圏域によっては、第２層の圏域を複数
にまたがって活動が行われたり、時には第１層の圏域を超えた活動が行われたりすることも想定される。

第2層 日常生活圏域（中学校区等）

第1層コーディネーター

第２層
コーディネーター

第３層
コーディネーター
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○地域における助け合いや生活支援・介護予防サービスの提供実績がある者、または中間支援を行う団体等であって、地域で
コーディネート機能を適切に担うことができる者。

○特定の資格要件は定めず、市民活動への理解があり、多様な理念をもつ地域のサービス提供主体と連絡調整できる立場の
者であって、国や都道府県が実施する研修を修了した者が望ましい。

○コーディネーターが属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点、公平中立な視点を有することが適
当。

市町村が定める活動区域ごとに、関係者のネットワークや既存の取組・組織等も活用しながら、資源開発、関係者のネットワー
ク化、地域の支援ニーズとサービス提供主体のマッチング等のコーディネート業務を実施することにより、地域における生活支
援・介護予防サービスの提供体制の整備に向けた取組を推進する。

設置目的

常勤・非常勤やボランティアなどの雇用形態については問わず、また、職種、人数、配置場所、勤務形態等は一律には限定せ
ず、地域の実情に応じた多様な配置が可能であるが、市町村や地域包括支援センターと連携しながら活動することが重要。

配置

資格・要件

○生活支援の担い手の養成、サービスの開発等の資源開発・・・・・第１層、第２層
○サービス提供主体等の関係者のネットワーク構築・・・・・・・・・・・・第１層、第２層
○地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング ・・・第２層

役割

コーディネーターの目的・役割等について
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○行政機関（市町村、地域包括支援センター等）
○コーディネーター

○地域の関係者（ＮＰＯ、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、協同組合、民間企業、ボランティア団体、介護サービス事
業者、シルバー人材センター等）
※この他にも地域の実情に応じて適宜参画者を募ることが望ましい。

生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、多様なサービス提供主体の参画が求められることから、市町村が主体と
なって、「定期的な情報の共有・連携強化の場」として設置することにより、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による資源
開発等を推進する。

設置目的

設置主体は市町村であり、第１層のコーディネーターが協力して地域の関係者のネットワーク化を図り、設置する。

※地域の実情に応じた様々なネットワーク化の手法が考えられるため、既に類似の目的を持ったネットワーク会議等が開催さ
れている場合は、その枠組みを活用することも可能。
※特定の事業者の活動の枠組みを超えた協議が行われることが重要。

設置主体

構成団体等

○コーディネーターの組織的な補完
○地域ニーズの把握、情報の見える化の推進
（アンケート調査やマッピング等の実施）

○企画、立案、方針策定を行う場
○地域づくりにおける意識の統一を図る場
○情報交換の場、働きかけの場

役割

協議体の目的・役割等について

具体例
・地域の課題についての問題提起
・課題に対する取組の具体的協力依頼
・他団体の参加依頼
（Ａ団体単独では不可能なこともＢ団体が協
力することで可能になることもある）
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公民館について

（目的）
第二十条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に
関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、
社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

（公民館の事業）
第二十二条 公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、
この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。
一 定期講座を開設すること。
二 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
三 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
四 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。
五 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
六 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

（公民館の運営方針）
第二十三条 公民館は、次の行為を行つてはならない。
一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を
援助すること。

二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
２ 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派 若しくは教団を支援しては

ならない。

◆公民館は全国に約14,700館開設
◆公民館の利用者総数は、年間延べ約2億5百万人（国民一人当たり年間2回公民館を利用）

（平成23年度社会教育調査）

小さな拠点・地域運営組織の形成に関する
都道府県担当者説明会 配付資料 H28.9.26

【社会教育法より抜粋】66



地方分権と住民自治を進める中での社会教育の役割

地域課題：少子化・高齢化、経済低迷等の社会的課題に起因する
解決困難な様々な地域的課題が存在

（地域防災・防犯、環境、雇用、医療、家庭の支援、学校の支援etc.）

これらの課題に対し、様々な行政部局が各分野で対策
を講じるが、複雑・複合化する課題、縮小する行政組織
の中で、行政の特定分野のみの取組では効果が薄く、
持続可能ではない。

福祉

市民生活

医療

住民と行政の協働による課題解決

・行政・住民協働による個々の課題解決の取り組みを進める中で、学び（知識、ノウハウ、アイデアetc.）が必要な部分や住民
の意識・行動変容について、支援することが社会教育に求められる役割。
・その学びの支援のため、連携することが効果的な地域の関係主体、機関等とネットワークを結ぶ役割も必要。

地域の現状

目指すべき姿

企業

自治会NPO

住民がいかに地域を支え、盛り上げるかが重要

防災・
防犯

環境・衛
生

住民

学校

社会教育
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「自分達の地域は自分達の力で」を皆が口にするようになる。
評価と成果・・・地域の風土に明らかな変化が

１ 子どもから高齢者までみんなで活動する機会が増えた。
２ 受益者意識が薄れ、当事者意識が芽生え、膨らんできた。
３ 子どもが地域で活躍し、学校支援地域本部も定着した。
４ タテ割り意識だけでなく、ネットワークのメリットが実感された。
５ 前例踏襲だけでなく、新規創造へチャレンジが増えた。
６ 学ぶことが実践に結び付く「知の循環型社会」へ展開中。
７ 同志の縁が増え、仲間との交流が拡大した。

・補助金減少、地域の環境悪化、社会
教育関係団体の高齢化等により、地域の組織
の再構築が必要になる

・地域の現状を知るため全戸対象アンケート
調査を実施し、その結果を分析し、住民による
熟議により地域課題を抽出

経緯

まちづくり協議会 部会の主な取組

１ 地域福祉の充実
２ 環境美化の推進
３ 安全・安心の確立
４ 健康づくり
５ 子供の育ちを支える

先進事例も参考にし、地域
自ら課題を解決する「地域
主導型」のまちづくりを目指し、
泉川まちづくり協議会を設立

・安全安心部会 ・子ども支援部会
・環境美化部会 ・生涯学習部会
・地域福祉部会 ・総務部会
・健康づくり部会

泉川公民館
連携

泉川まちづくり協議会

○ 生涯学習部会は、各部会が地域課題を解決するために、
地域住民に啓発したい内容を持ち寄り、それを企画に練り
上げ、「泉川ふるさと塾」を開設し、学習と実践を繋ぐ役割
を果たしている。

○ 総務部会は、自治会のブロック長と各部会長で構成し、
情報共有と地域住民への周知を図っている。

○ 安全安心部会では、児童と住民が一緒に安全マップを
作成したり、児童と登下校の見守り隊が一緒に遠足に行
くなど、子どもから高齢者まで安全と安心が確保できるよ
う取組を行った。また、防災訓練は消防団との連携で実
施することが定着。

○ 健康づくり部会・地域福祉部会で
は、医療・介護費の削減を目指し、
住民自身による意識調査やワーク
ショップ、ウォーキングの実施など、
大学とも連携して地域ぐるみで健康
寿命の延伸に取り組んでいる。また、
健康づくり部会では、食生活改善を
目指した親子健康料理教室や健康
増進のための「泉川健康体操」を自
分達で作成し振付も行い、幅広く親
しまれている。

公民館とまちづくり協議会の関係

市役所
地域
学校
団体
消防団
ＮＰＯ 等

公民館の職員が中心
となり、まちづくり協議
会の総合事務局とし
てコーディネート役を
担っている。

泉川地域の課題

公民館がまちづくりの中心となる事例 ～新居浜市泉川公民館の取組～
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背景：人口の過疎化、少子高齢化、新潟県中越大震災によ
り、中山間地域の集落は活力低下、後継者不足、集落の
維持機能低下にもかかわらず、自治公民館的分館は、活
動マンネリ化、活動数減少。

市内のモデル集落を対象に、取組内容を「交流」「体験」「拠点」のテーマに分けて、集落の活性化支援の学習機会
を展開。

① 「まちあるき」の実施 ～地域の価値を認識～
集落外からの参加者も募り、

「まちあるき」を行い、集落の成り
立ちや言い伝えなどを学ぶ。
また、ワークショップで「まち歩き
マップ」を製作。
②職員研修の受け入れ

市の新採用職員研修で、集落住民との対話する機
会を設け、今後の業務に活かすきっかけをつくる。

③教育体験旅行の受入先の強化

ホームステイ（民泊）による小・中学校
の宿泊教育体験をさらに充実させるため
に、郷土料理の実習や食物アレルギー
等の学習会、関東地方の教育体験旅行
実施への訪問などの取組を実施。

主な取組

「交流をキーワードにした中山間地の集落活性化支援」 ～新潟県小千谷市の取組～
（公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラム取組事例）

交 流 体 験

④「わかとち楽校」の開催

集落と交流する実践者との勉
強会を実施。
⑤アグリビジネスプロジェクト

６次産業に取り組む農業者から、
農産物加工の製造や販売に関す
る基礎知識を学習する機会の提
供や、農業者と消費者との交流
会の実施。

拠 点

（課題解決のために目指す成果）

公民館のしかけにより、集落の課題解決の能力を高め、集落
住民の内発を促し、主体的な集落活性化の活動に取り組む
人材を育成し、集落住民の経済的・精神的な活力を生み出す。

「まちあるき」

・集落の後継者等の若手が中心となって、今後の活動を展開。
・取組が集落住民の「気づき」を生み、行動力の糧となった。
・地域課題解決に対応する行政内部の役割分担が明確になった。（学習活動は公民館、実践は担当部局）

「わかとち
楽校」

成 果

住民活動の活性化、地域の再認識
里で生きていく思想・哲学、
未来へのヒント

生きがいづくり、
集落活動の自信

市内の他の中山間地域へ広めていく
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学びによる地域力活性化プログラム普及・啓発事業
～地域力活性化コンファレンスの開催～

（前年度予算額 32,507千円）
29年度要求額 32,507千円

Ⅱ.地域力活性化コンファレンスの開催

Ⅰ.地域力活性化支援委員会の設置

第２期教育振興基本計画で示された教育再生に向けた基本的方向性である「絆づくりと活力あるコミュニティの形成」の実現に
向け、公民館等地域の「学びの場」を拠点として実施される地域課題解決の取組の促進、支援を行う。具体的には、これまで各地
域で取り組んできた地域課題解決の優れた取組や先進的な実践等において蓄積された様々な課題解決のノウハウ、プロセス等
の成果を活用し、各地域が共有する課題・問題の解決に向けて協議を行う「地域力活性化コンファレンス」の開催等により、学び
による地域力活性化の取組の全国的な普及・啓発を行う。

・全国7ブロックにおいて、都道府県、市町村、ＮＰＯ、

民間企業等の社会教育関係者が集まり、地域力活性
化に向けた関係者間の効果的マッチングやネットワー
クを構築しつつ、課題の共有、解決のための協議を実
施。

全国7ブロック×３百万円、その他経費：２百万円

・各ブロックでの地域力活性化コンファレンス開催にあ
たり、実施内容、詳細な企画の検討。
・コンファレンスへのアドバイザー支援。

・コンファレンスの研究成果を踏まえた課題解決の実
践的取組テキスト（コンファレンス・テキスト）の作成。

コンファレンス企画審査等：７百万円

－会議、協議会の意。
関係者間で共有する問題につ
いて協議すること。

コンファレンス
（Conference）

徹底的な事例研究

支援委員会が各地域を
様々な形で支援

成 果

支援スキル・
ノウハウの習得

関係者間での出会いと対話の創出

【27年度実施例】
地域力醸成コンファレンスinしまね

○ 公民館等の「学びの場」を拠点として、様々な主体との連携・協働のネットワークづくり
○ 活力ある地域コミュニティ形成のための学びによる地域の課題解決、地域力活性化の取組の促進

コンファレンスの主な実施内容
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平成27年度学びを通じた地方創生コンファレンス実施一覧
No. 団体等名 事業名 事業概要 開催日時、開催地 参加者数

1
北海道地方創生コン
ファレンス実行委員会

学びによる地域力活性化プログ
ラム普及・啓発事業

「地方再生（地域振興）」、「防災教育」をテーマに、道内計５地区で
実施（うち札幌地区は成果のとりまとめ）し、「人と人をつなげ、地域
課題を解決する社会教育」の実践について、さらなる普及・啓発を
図る。

①釧路・根室地区 8月31日(月)別海町 65名
②オホーツク地区 10月30日(金)北見市 46名
③胆振・日高地区 11月11日(水)安平町 54名
④上川地区 11月27日（金）富良野市 71名

⑤札幌地区 1月21日（木）札幌市 44名

2
学校法人東北芸術工
科大学

地域社会を担う若い人材を育成
する社会教育の可能性研究事
業

東北各県の若い世代の人材流出への危惧の下、地域の担い手と
なる若手の人材の育成及び戻ってきた若者の受入れがテーマに、
高校生の地域づくりや新たな社会教育（公民館）の可能性について
研究討議等を行う。

11月20日（金）～22日（日）、山形県山形
市（東北芸術工科大学）

143名

3
東北大学災害科学国
際研究所

地域内の連携・交流・学びを通
した震災学習の協働事業体制
づくり

石巻市を会場に、自治体などで行われる様々な震災学習に関する
成果やノウハウを共有するため、各団体等の紹介、対話型ワーク
ショップ、担当者の支援スキルの習得を行う。

第1回 12月20日（日）、第2回 1月24日
（日）、宮城県石巻市

計117名

4
関東近県生涯学習・社
会教育実践研究交流
会実行委員会

関東近県生涯学習・社会教育
実践研究交流会

茨城県が中心となり、関東近県の生涯学習・社会教育関係者が一
同に会し、広域ネットワーク構築を図るとともに、最新の支援スキ
ル（ファシリテーション、対話、ネットワーキング等）の習得を目指す。

11月7日（土）、8日（日）、茨城県水戸市
（茨城大学）

482名

5
地域力活性化コンファ
レンスinひょうご実行委
員会

地域力活性化コンファレンスin
ひょうご

近畿地区等の取組事例を社会教育関係者に広く提供し、普及を図
るとともに、参加型による社会教育支援者のための資質向上研修
のモデルを示し、参加者のスキルアップを図る。

11月25日（水）、26日（木）、兵庫県神戸
市（神戸ポートピアホテル)

127名

6
地域力醸成コンファレ
ンスinしまね実行委員
会

地域力醸成コンファレンスinしま
ね

持続可能な地域づくりに自主的・自立的に取り組む人づくりを進め
るため、先進事例の分析・実践者との徹底的な協議等を行う。また、
コンファレンス当日だけでなく、参加者に対して社会教育主事が事
前（課題意識の醸成）・事後（学びを実践に結びつける）の支援を行
う。

11月26日（木）、27日（金）、島根県出雲
市（島根県立青少年の家）

208名

7
学びによる地域力活性
化コンファレンスin愛媛
実行委員会

学びによる地域力活性化コン
ファレンス推進事業（愛媛大会）

全国の先進的な事例を採用した対話の場を設定し、参加者達自身
の活動を見つめ直すとともに、真の人的ネットワークを構築する。
また、ファシリテーション研修を行い、人材の掘り起こし、育成に寄
与する。

12月5日（土）、6日（日）、愛媛県大洲市
（国立大洲青少年の家）

677名

8
国立大学法人大分大
学

コンファレンスを契機とした取り
組みを高めるサイクルのパッ
ケージ化

「地域の仕組み」と「人的ネットワーク」の２分科会によるコンファレ
ンスでの事例発表を踏まえた協議で出た課題について、大分大学
が中心となり、事例発表団体を支援し、その効果を検証する。

11月13日（金）、大分県別府市（大分県
立社会教育総合センター）

110名

9 鹿児島大学
産学官民による地域課題の協
働的解決を促す学習交流プラッ
トホームの形成

「コミュニティ協議会と公民館」、福祉と産業分野から事例を取り上
げ、社会教育と首長部局の協働とその意義等を共有するとともに、
ファシリテーション研修により、社会教育行政職員等が任務で必要
な知識やスキルを獲得することを目指す。

2月6日（土）～8日（月）、鹿児島県鹿児
島市（鹿児島大学）

271名

文部科学省
学びで地域を元気に！地方創
生全国コンファレンス

学びを通じた地域課題解決やまちづくりの取組を促進するため、関
係者の学びと対話、ネットワークづくりの場として実施した、各地器
のコンファレンスで得られた成果を取りまとめ、全国の関係者へ共
有・フィードバックを行うとともに、多様な立場の参加者により討議
を行い、各地域における課題解決のための取組の充実を図る。

2月17日（水）、18日（木）、東京都渋谷区
（国立オリンピック記念青少年総合セン
ター）

132名
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学びによる地域力活性化プログラム普及・啓発事業
～地域力活性化コンファレンスの開催～

問い合わせ先

文部科学省
生涯学習政策局社会教育課公民館振興係

TEL    03(5253)4111 内線(2974)

E-mail kouminkan@mext.go.jp
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地域を支えるサービス事業主体の 
あり方に関する研究会報告書について 

経済産業省 
産業組織課 
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地域を支えるサービス事業主体のあり方に関する研究会 

【委員】       （以下、敬称略） 
座長：安念 潤司      中央大学法科大学院教授 

 岩本 真実    特定非営利活動法人ヒューマンフェローシップ代表理事 
 小田切 徳美 明治大学農学部教授 
 工藤 七子  日本財団社会的投資推進室室長 
 白石 智哉  一般社団法人ｿｰｼｬﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ代表理事 
 武井 一浩  西村あさひ法律事務所弁護士 
 塚本 一郎  明治大学経営学部教授・公共経営学科長 
 鳥塚  亮  いすみ鉄道株式会社代表取締役社長 
 名和田 是彦 法政大学法学部教授 
 林 新二郎  山万株式会社専務取締役 
 藤岡 喜美子 公益社団法人日本サードセクター経営者協会執行理事 
 松井 秀征  立教大学法学部教授 
 松元 暢子  学習院大学法学部教授 
 山田 誠一  神戸大学大学院法学研究科教授 

【オブザーバー】 
 志知 雄一  内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 

  内閣府地方創生推進室参事官 
 須藤 明裕  総務省地域力創造グループ地域振興室長 
 竹林 俊憲  法務省民事局参事官 
 山下  護  厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室政策企画官 
 水野 秀信  農林水産省農村振興局農村計画課農村政策推進室長 
 織田村 達  国土交通省国土政策局地方振興課長 

委員名簿 

第１回(平成27年11月27日) 
問題意識の共有、導入的な討議 

第２回(平成27年12月15日) 
ヒアリング(1)（株式会社） 

第３回(平成28年1月14日) 
ヒアリング(2)（NPO法人等） 

第４回(平成28年1月22日) 
ヒアリング(3)（投資家等） 

第５回(平成28年2月23日) 
法人主体のあり方の討議(1) 

第６回(平成28年3月22日)  
法人主体のあり方の討議(2)、 取りまとめ 

開催実績 

 少子高齢化や過疎化等の社会情勢の変化にともない、財政制約も相まって、地方
の鉄道・路線バスは不採算路線の撤退が相次ぎ、小売店やガソリンスタンドの減
少による生活必需品の入手が困難になるなど、地域に必要なサービスが継続的に
提供されなくなるおそれが高まってきている。

 このような状況を受けて、本研究会では、国内外における事例や制度を踏まえ、
地域に必要なサービスの提供や課題解決に取り組む事業主体のあり方について、
課題や制度上の対応策等を中心に取りまとめた。
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④ ③ 

 ① ② 

本研究会における事例の類型化 

（※）鉄道設備の維持管理費を除く。 

スケールアップを図り、経済
性をも重視する等の場合には
上記の事業主体のニーズが想

定される。 

AsMama 
【株式会社】 

Hub Tokyo 
【株式会社】 

いすみ鉄道 (※)

【株式会社 
（第三ｾｸﾀｰ）】 

吉田ふるさと村 
【株式会社 
（第三ｾｸﾀｰ）】 

大宮産業 
【株式会社】 

ﾒｯﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ･ 
ｽﾄｱｽﾞ【CIC】 

ﾋｭｰﾏﾝﾌｪﾛｰｼｯ
ﾌﾟ【NPO法人】 

波多ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会 
【認可地縁団体】 

ｶﾙﾁｬｰ･ｽﾎﾟｰﾂ･ｸﾞ
ﾗｽｺﾞｰ･ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

【CIC】 

経済性両立型 
（出資、融資等による資金調達を中心とし、事業 
  収益を継続的に上げているビジネスモデル） 

地域ベース型   事業ベース型 

   社会性重視型 
（寄附、補助金、委託費等による収入や資金調達中心） 

山万 
【株式会社】 

夢未来くんま 
【NPO法人】 

いしはらの里
【合同会社】 

K2ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 
ｼﾞｬﾊﾟﾝ【株式会社】 

ｺﾛﾝﾌﾞｽ 
ｱｶﾃﾞﾐｰ

【NPO法人】 

経済的利益と社会性の双方
を追求する事業主体のニー

ズあり。 

K2グループ 
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各類型におけるニーズ・課題等 

類型①  
• 【特徴】
組織運営や意思決定のスピードを重視。出融資
を中心とした資金調達。

• 【現状】
株式会社形態が多い。

• 【課題等】
ⅰ）株式会社形態では必ずしも経済的利益のみを
追求しないことに対する理解が得られにくい。 

ⅱ）事業の社会性を担保するためには、現行法下
では個別契約の中で工夫して行わざるを得ない
が、現実的に煩雑。 

類型②  
• 【特徴】
住民からの出資による資金調達や事業参画を想定。

• 【現状】
株式会社の形態が多いが、合同会社の形態を採る
事例も存在。

• 【課題等】
ⅰ）地域住民の理解を得ること等に株式会社形態で
は負担が大きい。 

ⅱ）第三セクターでは迅速かつ柔軟な意思決定が難
しくなる。 

類型③  
• 【特徴】
寄附や公的な支援等による資金調達。

• 【現状】
NPO法人等の非営利組織が多い。

• 【課題等】
ⅰ）寄附金や公的資金では、事業収益を生み出す
意欲がそがれ、継続性がない。 

ⅱ）NPO法人は設立や事業内容の変更に時間がか
かる。 

類型④  
• 【特徴】
地域住民自身が運営する組織が多く、地域代表性
への志向がある。

• 【現状】
ⅰ）大部分が任意組織だが、NPO法人等も存在。 
ⅱ）小規模多機能自治推進ネットワーク会議では、
住民自治組織に関する対応を検討。 

• 【課題等】
任意組織では、銀行からの借り入れを代表者個人
名義で行う必要がある。
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 本研究会において示された経済性及び社会性を追求する主体の制度設計案は
① 原則的に株式会社の特徴を取り入れた設計とすること、
② 社会的利益追求の担保の仕組みの必要性の提示、
③ 必要に応じた構成員への財産分配の制限を検討する旨  等を記載。 

 なお、諸外国においては、米国のBenefit Corporationや英国のCIC等、社会的
企業に関する仕組みが存在。

報告書内で提示した制度設計案 

＜研究会報告書における制度設計案＞ 
［制度の骨格］ 
 株式会社の特徴を取り入れた制度設計。 
 合同会社の特徴も選択可能な形で盛り込む。 
［意思決定のあり方］ 
 出資額に応じた議決権による意思決定を原則とする（一人一票の議決権も排除しない）。 
［社会的利益追求の担保］ 
 事業の社会性を継続的に担保する仕組みが必要。 
［資金調達関係］ 
 主に出資や融資による資金調達を想定。 
 出資者（社会的インパクト投資家や地域住民等）が社会的事業の実施状況をモニタリングできる仕組みが必要。 
［剰余金等の分配］ 
 必要に応じて、構成員への財産分配の制限を検討。なお、出資を含む多様な資金調達を可能とする観点から、制度

として構成員への利益配当や残余財産の分配を全面的に禁ずることは想定しない。 
［事業主体を機能させるための仕組み］ 
 KPIの開発や定着、インセンティブ等を含む社会全体の仕組みが重要。 

※ その他、社会性の担保の方法・基準、行政の関与のあり方、新たな法人制度の要否及び事業主体を機能させるた
めの仕組み等については、更なる検討が必要。 82



 諸外国において、社会的利益追求にコミットするための法制度の整備がなされている。
 英米では、株式会社の枠組みを基本とした、社会的事業の実施主体についての法人制度等
の仕組みが存在。

［参考］海外の社会的企業法制 

• 会社法（2006年）、CAICE（Companies
(Audit, Investigations and Community
Enterprise) ）法（2004年制定）及びCIC規則
（2005年制定）に準拠する制度。

• 資金調達、ブランドイメージ向上のメリット有。

• 設立時、コミュニティの利益に資する主体か否
かのCIC規制官による事前審査の基準として、
Community Interest Test（①設立目的、②活
動内容、③その活動の受益者、の観点での社会
性認証）が存在。

• 配当制限（利益の35％が上限）や残余財産分配
制限（各社員の払込金額が上限）等が存在。

• コミュニティへの利益還元等について、毎年、
事業報告書等の作成・会社登記局への提出が義
務付けられている。

• 法人登記数は11,862社（ 2016年2月現在）。

• 2006年に確立された非営利団体であるBラボに
よる社会的企業（B-corp）の認証システムを契
機として、2010年以降、各州でBenefit
Corporationの制定法を導入。

• 資金調達、ブランドイメージ向上のメリット有。

• 公共的利益の定款上の明記が必要。

• 年次利益報告書の開示等を通じ、第三者基準に
よる企業目的・パフォーマンスの評価。

• 社会的利益取締役（独立性を有し、公共的利益
の実現の評価、年次利益報告書の作成等を行う
取締役）の設置。

• 社会的利益強制手続（株主等による公共的利益
の実現を求める訴訟提起）の確保。

• Bラボによる認証を受けたB-corpは1,659社、
47か国にわたる（2016年3月末現在）。

Community Interest Company
（CIC）〔英〕 

Benefit Corporation, B-corp
〔米〕 
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10 

 

 

                                                   
11  

CIC 2004  2005
2009 2006  

benefit corporation
 

12  
CIC community interest test reasonable person

CIC

 
benefit corporation benefit corporation

 
B-corp B
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11 

 

                                                   
13  
14 

 
15  

CIC
35

CIC
20  

benefit corporation  

12 

 

 

                                                   
16 

105 2  
17  

CIC
CIC

CIC  
benefit corporation 2

18
 

18  
CIC

CIC
 

benefit corporation
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13 

 

                                                                                                                                                     

benefit corporation

benefit director
benefit corporation

benefit enforcement 
proceeding benefit corporation

 
19  

CIC Company Limited by Shares
Company Limited by Guarantee CIC

 
benefit corporation benefit corporation

benefit corporation benefit 
corporation benefit corporation

benefit corporation
 

B-corp B-Lab

 

14 

                                                   
20  

New Market Tax Credit NMTC
 

Social Investment Tax Relief SITR
 

21  
Social Value Act
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KPI  

16 
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参考資料４ 法制比較表 

 

構成員
の名称

議決権／表決
権行使の原則

資格制限
最高意思
決定機関

業務執行の
意思決定

利益剰余金の
分配の可否

残余財産の
帰属先

株式会社 有
無

(各種業法や通達によ
る規制あり)

株主 1株1議決権 無 株主総会
取締役会（非設
置の場合は取

締役）
可 株主

・株主代表訴訟
・株主による役員の解任
・債権者等による役員への損害賠償請
求など

株主、
債権者等

（上場会社は有
報で財務諸表を

閲覧可)

大会社、監査等委員会設置会社
又は指名委員会等設置会社の

場合は会計監査人を設置

合同会社 有
無

(各種業法や通達によ
る規制あり)

社員 1人1議決権 無 -
社員（定款で定
めた場合は業
務執行社員）

可 社員

・社員による会社代表訴訟
・社員による業務執行社員の解任など
・債権者等による業務を執行する有限
責任社員への損害賠償請求など

社員、債権者 無

特定非営利活動
法人

有

有
（福祉、社会教育等20
の分野に限定。一定の
範囲内でその他の事業

も可）

社員 1人1表決権
無

（10人以上）
社員総会

理事
(定款で理事会
を設置可)

不可

・NPO法人
・国、自治体
・公益法人
・学校法人
・社福法人

・更生保護法人

・所轄庁による認証取消など

社員、
利害関係人

（所轄庁で誰でも
閲覧可)

無

有限責任事業組
合（ＬＬＰ）

無
無

（ただし、投機目的、士
業は不可）

組合員 1人1議決権 無 - 組合員 可 組合員
・債権者等による組合員に対する損害
賠償請求など

債権者（組合員
には作成後写し

を交付）
無

事業協同組合 有

有
（共同事業、貸付事
業、福利厚生、教育、
研究開発・需要開拓、

団体協約締結）

組合員 1人1議決権
無

（4人以上）

総会又は総代
会（組合員が
200人を超える

場合）

理事会 可 組合員 ・組合員による代表訴訟
組合員、
債権者

共済事業を行う事業協同組合で
あり、負債総額200億円以上の場

合は会計監査人を設置

一般社団法人 有
無

(各種業法や通達によ
る規制あり)

社員 1人1議決権
無

（ただし、設立時
に2名以上）

社員総会
理事

(定款で理事会
を設置可)

不可

・定款で定めた者
（社員は不可）

・社員総会で決議
した者
・国

・社員による役員の責任追及の訴え
・社員による役員の解任など
・債権者等による役員への損害賠償請
求など

社員、
債権者等

負債総額200億円以上の場合は
会計監査人を設置

公益社団法人 有

有
（学術、文化、支援、環
境等23の公益目的事
業に限定。一定の範囲
内で収益事業も可）

社員 1人1議決権
無

（同上）
社員総会 理事会 不可

・他の公益法人
・学校法人
・社福法人

・更生保護法人
・独立行政法人
・国、自治体

・社員による役員の責任追及の訴え
・社員による役員の解任など
・債権者等による役員への損害賠償請
求など
・行政庁による公益認定取消など

制限なし

①収益が1000億円未満、②費
用・損失合計が千億円未満、③
負債が50億円未満、の全ての要
件を満たす場合は会計監査人の

設置義務なし

消費生活協同組
合

有

有
（物資供給、施設利

用、生活文化向上、共
済、教育、医療、福祉、

貸付事業）

組合員 1人1議決権

有
（20人以上。居
住･勤務する自

然人）

総会又は総代
会（組合員500
人以上の場

合）

理事会
医療福祉事業を除

き可
組合員

・組合員による代表訴訟
・組合員による役員解任の請求など

組合員、
債権者

負債総額200億以上の場合は員
外監事を設置

認可地縁団体
有

(不動産登
記のみ)

有
（不動産の所有等）

会員 1人1表決権
有

(住民。世帯は
不可)

総会 代表者 不可

・規約で指定した
者（営利法人等は

不可）
・市町村

・市町村長による認可取消など 規定なし 無

ステークホルダーによる
責任追及

計算書類等の閲
覧対象者

公認会計士等による
外部監査義務

事業体の名称 法人格

法人の構成員 意思決定 財産分配

事業内容の限定
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ＳＳ過疎地対策ハンドブック
（抜粋版）

全体版は以下で公表
http://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_a

nd_fuel/distribution/sskasochi/pdf/handbook.pdf

平成２８年５月

ＳＳ過疎地対策協議会

はじめに

全国のガソリンスタンド（サービスステーション：ＳＳ）数は、ガソリン需要の減少、後継者

難等により減少し続けています。これに伴い市町村内のＳＳ数が３か所以下の地域も増

加しており、平成２８年３月末時点で２８８か所に及んでいます。これらのうち、近隣にＳＳ

がない地域では、自家用車や農業機械への給油や移動手段を持たない高齢者への冬場

の灯油配送などに支障を来すといった、いわゆる「ＳＳ過疎地問題」は全国的課題です。

ＳＳ過疎地においては、石油元売会社や石油製品販売事業者による通常のビジネス

ベースでは事業採算が困難なケースが多く、これを放置すると今後更にＳＳ過疎地が増

大し、多くの地域において石油製品の安定供給に支障が生じるおそれがあり、ひいては

地域の衰退に繋がることが懸念されます。

ＳＳ過疎地対策は、地域住民の生活基盤の維持について責務を有する自治体のリー

ダーシップが期待されます。ＳＳ過疎地対策の先進事例に目を向けてみると、自治体の

リーダーシップのもとで、地元住民・石油業界・国も協力しつつ、地元のプレーヤーの協力

体制を構築し、地域の現場のニーズに合致した対策をコーディネートしていくアプローチ

が有効です。

ＳＳ過疎地問題への対処は４段階のプロセス、すなわち①課題の認知、②検討、③実

践、④評価・改善が必要です。しかしながら、対策・支援の実施・検討に取り掛かられてい

ない自治体や、担当部署すら明確になっていない自治体が散見されます。従って、課題

の認知という第一ステップから取りかかる必要があります。

このため、平成２７年３月に石油元売各社、全国農業協同組合連合会、石油連盟、全国

石油商業組合連合会（各都道府県石油商業組合）及び国は、ＳＳ過疎地対策協議会を設

置し、地域における燃料供給不安の解消に向け努力する自治体・地域住民等に向けて、

ＳＳ過疎地対策の必要性の発信、地域における持続可能な石油製品の供給体制構築の

ための相談窓口の設置を行うほか、更に各主体がそれぞれの役割に応じた取組を推進

しているところです。

本ハンドブックはＳＳ過疎地対策協議会の取組の一環として、ＳＳ過疎地の現状、先進

事例及び共通して見られる「３つのアプローチ」、ＳＳ過疎地対策に取り組むための「４段

階のプロセス」を紹介するとともに、ＳＳ設備更新に必要なコストや国による支援策等のビ

ジネスプラン検討に必要な基礎情報・支援ツールを整理しています。ＳＳ過疎地において

地域が一体となって課題解決に取り組む一助となれば幸いです。

ＳＳ過疎地対策協議会
1
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目次

１．ＳＳ過疎地の現状

（１）石油製品販売業を取り巻く現状（Ｐ3～6）

（２）ＳＳ過疎地について（Ｐ7）

（３）ＳＳ過疎市町村一覧（Ｐ8～11）

２．先進事例の紹介と共通して見られる「３つのアプローチ」（P12～22）

３．３つのアプローチを実行に移すための「4段階のプロセス」（P23～26）

４．ビジネスプランの策定に必要な基礎情報・支援ツール

（１）ＳＳ運営に係る想定されるコストの試算（P27～31）

（２）自治体・政府によるＳＳ過疎地関連施策（P32～36）

（３）「呼び出しに応じて給油等を行う場合における安全確保策に関する

指針」の概要（P33,34）

（４）国による地方創生を巡る動き（P39,40）

（５）石油業界関係者による支援措置（P41,42）

（６）各種相談窓口（P43）

2 3

○全国のＳＳ数は平成６年度末をピークにその後減少傾向で推移。（平成２６年
度末時点で３３，５１０件）

○ガソリン販売量は､少子高齢化や自動車の燃費向上等といった構造的な要因
により、今後も減少傾向（年▲１．８％）が続く見込み。

○また､商品の差別化が困難であることから、価格競争が激化。特に人口減少
が激しい地域ではＳＳの収益率が低下。

出典 ガソリン販売業者：石油製品販売業経営実態調査報告書（平成26年度調査版）
小売業：年次別法人企業統計調査（財務省）

【小売業・ガソリン販売業の営業利益率の推移】
（単位：％） －は小売業

－はガソリン販売業者

半
分
以
下

（出典）・資源エネルギー庁調べ

【ＳＳ数及び石油販売事業者数の推移】

１．ＳＳ過疎地の現状
（１）石油製品販売業を取り巻く現状

99



4

【都道府県（所在地）別給油所数の推移】

○首都や中京・阪神などの都市部はＳＳの減少率が大きいことが分かります。
これは地域の需要が大きいためセルフ化による設備大型化に係る投資が進
みやすく、コンビニ等への転業も容易であるためＳＳの集約・統合が進んでい
るためと考えられます。

○他方で、相対的にＳＳ過疎地の多いその他地域の方が、ＳＳの転廃業が進み
にくい傾向にあり、設備更新投資が進んでいない傾向にあります。こうした地
域では、設備の寿命や経営者の高齢化に伴い、同時期にＳＳの閉鎖・共倒れ
が相次ぎ、突如としてＳＳ過疎地問題に直面するリスクがあります。

17年度末 18年度末 19年度末 20年度末 21年度末 22年度末 23年度末 24年度末 25年度末 26年度末 10年間の
減少率

　北海道 2,427 2,346 2,282 2,193 2,115 2,081 2,023 1,979 1,944 1,872 22.9%

北 海 道 2,427 2,346 2,282 2,193 2,115 2,081 2,023 1,979 1,944 1,872 22.9%

　青森県 820 795 771 743 716 682 688 658 621 596 27.3%

　岩手県 801 764 727 699 667 645 602 582 557 545 32.0%

　宮城県 1,004 946 908 859 816 783 743 727 677 665 33.8%

　秋田県 675 659 632 614 596 582 578 553 502 498 26.2%

　山形県 709 683 649 617 575 555 539 521 490 485 31.6%

　福島県 1,247 1,210 1,153 1,122 1,049 1,008 987 961 897 891 28.5%

東　北 5,256 5,057 4,840 4,654 4,419 4,255 4,137 4,002 3,744 3,680 30.0%

　茨城県 1,783 1,751 1,676 1,608 1,541 1,496 1,449 1,404 1,301 1,256 29.6%

　栃木県 1,158 1,122 1,041 1,002 971 934 897 868 794 756 34.7%

　群馬県 1,115 1,083 1,039 996 948 912 906 875 808 768 31.1%

　埼玉県 1,652 1,606 1,551 1,510 1,447 1,387 1,351 1,302 1,225 1,156 30.0%

　千葉県 1,945 1,876 1,798 1,717 1,666 1,599 1,557 1,500 1,391 1,318 32.2%

　東京都 1,899 1,807 1,701 1,581 1,502 1,439 1,385 1,340 1,275 1,180 37.9%

　神奈川県 1,543 1,460 1,374 1,310 1,262 1,207 1,175 1,129 1,072 1,003 35.0%

　新潟県 1,328 1,302 1,262 1,220 1,181 1,148 1,132 1,099 1,024 1,002 24.5%

　山梨県 598 587 569 530 513 500 489 461 441 431 27.9%

　長野県 1,319 1,289 1,252 1,210 1,155 1,114 1,078 1,033 963 928 29.6%

　静岡県 1,603 1,566 1,524 1,458 1,382 1,343 1,302 1,265 1,200 1,144 28.6%

関　東 15,943 15,449 14,787 14,142 13,568 13,079 12,721 12,276 11,494 10,942 31.4%

　富山県 528 519 506 469 460 440 428 419 412 405 23.3%

　石川県 526 515 496 477 455 425 422 411 390 373 29.1%

　岐阜県 1,091 1,054 1,002 950 927 888 867 835 798 781 28.4%

　愛知県 2,281 2,183 2,110 1,990 1,901 1,809 1,770 1,649 1,618 1,572 31.1%

　三重県 927 888 855 820 781 763 733 699 668 653 29.6%

中　部 5,353 5,159 4,969 4,706 4,524 4,325 4,220 4,013 3,886 3,784 29.3%

　福井県 426 414 401 386 361 343 324 318 304 297 30.3%

　滋賀県 502 477 463 447 418 404 383 359 357 342 31.9%

　京都府 666 635 604 582 560 530 514 488 468 452 32.1%

　大阪府 1,643 1,565 1,474 1,397 1,327 1,247 1,199 1,158 1,089 1,034 37.1%

　兵庫県 1,475 1,438 1,401 1,347 1,294 1,255 1,223 1,170 1,120 1,096 25.7%

　奈良県 447 431 401 376 366 347 337 331 321 303 32.2%
　和歌山県 588 564 537 521 497 477 462 432 423 412 29.9%

近　畿 5,747 5,524 5,281 5,056 4,823 4,603 4,442 4,256 4,082 3,936 31.5%

　鳥取県 331 325 310 301 285 270 267 255 252 239 27.8%

　島根県 492 470 460 445 421 404 398 380 371 361 26.6%

　岡山県 919 896 876 826 795 756 729 688 669 647 29.6%

　広島県 1,120 1,083 1,043 984 944 898 871 835 822 797 28.8%
　山口県 692 666 654 606 591 560 542 509 501 483 30.2%

中　国 3,554 3,440 3,343 3,162 3,036 2,888 2,807 2,667 2,615 2,527 28.9%

　徳島県 565 550 526 505 491 465 449 420 405 381 32.6%

　香川県 528 494 480 465 443 425 416 398 386 377 28.6%

　愛媛県 813 788 766 741 718 697 674 635 622 609 25.1%
　高知県 506 487 469 446 437 427 411 400 390 374 26.1%

四　国 2,412 2,319 2,241 2,157 2,089 2,014 1,950 1,853 1,803 1,741 27.8%

　福岡県 1,465 1,369 1,330 1,255 1,188 1,125 1,120 1,102 1,069 1,035 29.4%

　佐賀県 485 464 443 421 410 391 379 370 360 347 28.5%

　長崎県 706 677 663 632 598 571 569 556 543 538 23.8%

　熊本県 1,110 1,049 1,016 958 929 888 873 843 809 798 28.1%

　大分県 707 685 673 642 612 582 566 539 526 518 26.7%

　宮崎県 753 698 678 643 617 596 581 566 551 537 28.7%
　鹿児島県 1,248 1,165 1,127 1,094 1,057 1,009 990 964 923 903 27.6%

九　州 6,474 6,107 5,930 5,645 5,411 5,162 5,078 4,940 4,781 4,676 27.8%

　沖縄県 418 391 384 375 372 370 365 363 357 352 15.8%

沖　縄 418 391 384 375 372 370 365 363 357 352 15.8%

全国合計 47,584 45,792 44,057 42,090 40,357 38,777 37,743 36,349 34,706 33,510 29.6%

5

【地域別のガソリン月間販売量】

全国平均：「資源・エネルギー統計」（資源エネルギー庁）における国内向け販売量及び全国の給油所数から推計
都 市 部：都道府県別石油製品販売量（石油連盟）における東京都の販売量及び東京都の給油所数から推計

（平成26年度）
過 疎 地：石油製品販売業経営実態調査報告書（平成26年度調査版）におけるSS過疎市町村に所在するSSの平

均販売量（N=29）

（KL）

132

476

24

0
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100
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300
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500

全国平均 都市部 過疎地

1,280,400 

4,617,200 

232,800 
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1,000,000
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2,000,000
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3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000

全国平均 都市部 過疎地

（円） 【地域別の平均月間粗利額】

上記の販売数量にレギュラーガソリンの１リットル当たりの平均粗利単価を乗じて算出。
平均粗利単価：一般社団法人全国石油協会「石油製品業経営実態調査」（平成27年度調査版）

○都市部と過疎地では月間のガソリン販売量が大幅に異なります。全国的に見
ても、販売量が少ないほど営業利益が赤字となりやすい傾向にあることから、
ＳＳ過疎地においては燃料油販売に特化していては、将来の更新投資に必要
な内部留保が十分に進まないことは明らかです。

○中長期的に燃料の安定供給の役割を果たすためにも、地域のニーズに応え
る総合生活サービス拠点として、ビジネスの多角化に取り組むことが不可欠で
す。全国的に見てもＳＳ専業の事業者よりも兼業の事業者の方が営業利益率
が高い傾向が見られます。
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出所：一般社団法人全国石油協会「石油製品販売業経営実態調査」（平成27年度調査版）

【ＳＳ専業・兼業事業者 平均営業利益率】

専業事業者

兼業事業者 １.０％

0.３％

【給油所数別の赤字・黒字比率（営業利益ベース）】

注）給油所総仕入額/給油所総販売数量で算出。
出所）全国石油協会「石油販売業経営実態調査」（平成26年度調査）

7

（２）ＳＳ過疎地について

ＳＳ過疎地の数

ＳＳ過疎地は、市町村内のＳＳ数が3か所以下の自治体として定

義し、平成25年から公表しています。なお、平成27年度末のＳＳ過

疎地は288市町村（一覧は8ページ参照）となっています（平成24年

度末は257市町村、平成25年度末は265市町村、平成26年度末は

283市町村）。

一方、同一市町村内にＳＳが少ない場合であっても隣接自治体

で営業するＳＳが相当数に上り、そこで給油を行うこと等により、実

際の生活上、燃料供給に関する支障が生じていない地域も存在し

ます。住民基点、個別住民の実生活上の利便性の視点からは、

居住地から一定距離圏内にＳＳが存在しない地域における実態把

握も重要です。このため、参考として、居住地から最寄りＳＳまで

の道路距離を分析・評価した地域情報について、自治体との共有

を図りつつ、さらに今後のＳＳ過疎地対策の検討を進めます。

ＳＳ立地情報把握システムの構築

ＧＩＳを活用したＳＳ過疎地の実態把握や災害時のオペレーション

対応など幅広い活用が期待できるＳＳ立地情報把握システムを構

築しています。

本システムにより、人口分布や道路距離に応じたＳＳ過疎地の

抽出を行ったところ、「最寄りＳＳまでの道路距離が15km以上離れ

ている住民が所在する市町村」は、257か所となっています（一覧

は9ページ参照）。

ＳＳ過疎地を抱える自治体における取組の推進

市町村内のＳＳが3か所以下、または最寄りＳＳまでの距離が15

ｋｍ以上ある住民を抱える自治体においては、持続可能な地域づ

くりを進める上で、地域住民への安定したエネルギー供給網の整

備・維持が不可欠です。

また、こうした取組は地域における他の重要インフラ（医療施設、

教育施設、郵便局、金融機関、商業施設等）の整備・維持と並行し

て整理・検討することが持続可能な地域づくりにおいて、重要であ

ると認識しています。
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（３）ＳＳ過疎地市町村一覧

資料：

＜SS数が少ない市町村＞

1 青森県　 中津軽郡西目屋村 1 北海道 石狩郡新篠津村 87 福岡県 田川郡赤村 1 北海道 上磯郡知内町 87 岡山県 浅口郡里庄町

2 新潟県 岩船郡粟島浦村 2 北海道 島牧郡島牧村 88 福岡県 築上郡吉富町 2 北海道 茅部郡鹿部町 88 岡山県 久米郡久米南町

3 富山県 中新川郡舟橋村 3 北海道 寿都郡寿都町 89 佐賀県 三養基郡上峰町 3 北海道 檜山郡江差町 89 広島県 安芸郡府中町

4 大阪府 豊能郡豊能町 4 北海道 虻田郡ニセコ町 90 熊本県 球磨郡五木村 4 北海道 檜山郡厚沢部町 90 広島県 安芸郡坂町

5 奈良県 磯城郡三宅町 5 北海道 虻田郡真狩村 91 大分県 東国東郡姫島村 5 北海道 寿都郡黒松内町 91 徳島県 名東郡佐那河内村

6 奈良県 北葛城郡上牧町 6 北海道 虻田郡留寿都村 92 宮崎県 児湯郡西米良村 6 北海道 虻田郡喜茂別町 92 香川県 香川郡直島町

7 奈良県 吉野郡黒滝村 7 北海道 虻田郡京極町 93 宮崎県 東臼杵郡諸塚村 7 北海道 余市郡仁木町 93 香川県 仲多度郡琴平町

8 和歌山県 東牟婁郡北山村 8 北海道 古宇郡泊村 94 鹿児島県 大島郡宇検村 8 北海道 空知郡奈井江町 94 高知県 安芸郡東洋町

9 山口県 玖珂郡和木町 9 北海道 古平郡古平町 95 沖縄県 国頭郡東村 9 北海道 樺戸郡新十津川町 95 高知県 安芸郡芸西村

10 鹿児島県 鹿児島郡三島村 10 北海道 樺戸郡浦臼町 96 沖縄県 国頭郡今帰仁村 10 北海道 雨竜郡雨竜町 96 高知県 長岡郡本山町

11 鹿児島県 鹿児島郡十島村 11 北海道 雨竜郡沼田町 97 沖縄県 島尻郡座間味村 11 北海道 上川郡東神楽町 97 福岡県 田川郡糸田町

12 北海道 雨竜郡幌加内町 98 沖縄県 島尻郡粟国村 12 北海道 上川郡愛別町 98 熊本県 阿蘇郡南小国町

13 北海道 上川郡鷹栖町 99 沖縄県 島尻郡伊平屋村 13 北海道 上川郡東川町 99 熊本県 球磨郡球磨村

14 北海道 上川郡比布町 100 沖縄県 島尻郡久米島町 14 北海道 空知郡上富良野町 100 宮崎県 東諸県郡綾町

15 北海道 勇払郡占冠村 15 北海道 空知郡中富良野町 101 宮崎県 児湯郡木城町

1 北海道 上磯郡木古内町 16 北海道 中川郡音威子府村 16 北海道 上川郡和寒町 102 宮崎県 東臼杵郡椎葉村

2 北海道 古宇郡神恵内村 17 北海道 天塩郡幌延町 17 北海道 上川郡剣淵町 103 沖縄県 国頭郡宜野座村

3 北海道 余市郡赤井川村 18 北海道 網走郡津別町 18 北海道 上川郡下川町 104 沖縄県 国頭郡伊江村

4 北海道 空知郡上砂川町 19 北海道 常呂郡置戸町 19 北海道 中川郡中川町 105 沖縄県 島尻郡与那原町

5 北海道 樺戸郡月形町 20 北海道 紋別郡滝上町 20 北海道 留萌郡小平町 106 沖縄県 八重山郡与那国町

6 北海道 雨竜郡秩父別町 21 北海道 紋別郡西興部村 21 北海道 苫前郡苫前町

7 北海道 雨竜郡北竜町 22 北海道 足寄郡陸別町 22 北海道 天塩郡遠別町

8 北海道 苫前郡初山別村 23 北海道 阿寒郡鶴居村 23 北海道 宗谷郡猿払村

9 青森県 東津軽郡蓬田村 24 青森県 東津軽郡今別町 24 北海道 枝幸郡中頓別町

10 青森県 下北郡風間浦村 25 青森県 南津軽郡田舎館村 25 北海道 礼文郡礼文町

11 秋田県 南秋田郡大潟村 26 青森県 下北郡佐井村 26 北海道 利尻郡利尻町

12 山形県 最上郡金山町 27 宮城県 刈田郡七ヶ宿町 27 北海道 斜里郡小清水町

13 福島県 南会津郡檜枝岐村 28 山形県 西村山郡西川町 28 北海道 虻田郡豊浦町

14 福島県 河沼郡湯川村 29 山形県 最上郡舟形町 29 北海道 有珠郡壮瞥町

15 福島県 大沼郡三島町 30 福島県 双葉郡楢葉町 30 北海道 勇払郡厚真町

16 福島県 大沼郡昭和村 31 福島県 双葉郡葛尾村 31 北海道 河西郡更別村

17 福島県 西白河郡中島村 32 群馬県 甘楽郡南牧村 32 青森県 下北郡大間町

18 群馬県 多野郡上野村 33 群馬県 利根郡川場村 33 岩手県 西磐井郡平泉町

19 埼玉県 秩父郡長瀞町 34 群馬県 邑楽郡明和町 34 岩手県 下閉伊郡普代村

20 東京都 利島村 35 埼玉県 入間郡越生町 35 宮城県 牡鹿郡女川町

21 東京都 御蔵島村 36 埼玉県 秩父郡横瀬町 36 秋田県 北秋田郡上小阿仁村

22 東京都 青ヶ島村 37 埼玉県 秩父郡東秩父村 37 秋田県 南秋田郡井川町

23 神奈川県 中郡二宮町 38 埼玉県 南埼玉郡宮代町 38 秋田県 雄勝郡東成瀬村

24 神奈川県 足柄上郡松田町 39 千葉県 長生郡睦沢町 39 山形県 最上郡鮭川村

25 神奈川県 足柄上郡開成町 40 東京都 西多摩郡檜原村 40 山形県 東田川郡三川町

26 神奈川県 足柄下郡真鶴町 41 東京都 神津島村 41 福島県 伊達郡桑折町

27 神奈川県 愛甲郡清川村 42 石川県 河北郡内灘町 42 福島県 耶麻郡磐梯町

28 石川県 能美郡川北町 43 山梨県 南巨摩郡早川町 43 福島県 河沼郡柳津町

29 山梨県 南都留郡西桂町 44 山梨県 南都留郡鳴沢村 44 福島県 西白河郡泉崎村

30 山梨県 北都留郡小菅村 45 山梨県 北都留郡丹波山村 45 福島県 石川郡玉川村

31 長野県 南佐久郡北相木村 46 長野県 南佐久郡南相木村 46 福島県 双葉郡広野町

32 長野県 下伊那郡平谷村 47 長野県 上伊那郡飯島町 47 福島県 相馬郡新地町

33 長野県 下伊那郡根羽村 48 長野県 下伊那郡下條村 48 群馬県 多野郡神流町

34 長野県 下伊那郡売木村 49 長野県 下伊那郡豊丘村 49 群馬県 吾妻郡高山村

35 長野県 下伊那郡天龍村 50 長野県 下伊那郡大鹿村 50 埼玉県 比企郡滑川町

36 長野県 下伊那郡泰阜村 51 長野県 木曽郡上松町 51 埼玉県 児玉郡美里町

37 長野県 木曽郡王滝村 52 長野県 東筑摩郡生坂村 52 千葉県 香取郡神崎町

38 長野県 東筑摩郡麻績村 53 長野県 東筑摩郡山形村 53 東京都 清瀬市

39 長野県 上高井郡高山村 54 長野県 北安曇郡小谷村 54 東京都 西多摩郡日の出町

40 長野県 下高井郡木島平村 55 長野県 上水内郡小川村 55 東京都 西多摩郡奥多摩町

41 京都府 綴喜郡井手町 56 長野県 上水内郡飯綱町 56 東京都 小笠原村

42 京都府 相楽郡南山城村 57 岐阜県 本巣郡北方町 57 神奈川県 逗子市

43 兵庫県 加古郡播磨町 58 岐阜県 加茂郡富加町 58 新潟県 三島郡出雲崎町

44 奈良県 生駒郡三郷町 59 岐阜県 加茂郡東白川村 59 新潟県 刈羽郡刈羽村

45 奈良県 宇陀郡御杖村 60 愛知県 海部郡大治町 60 福井県 今立郡池田町

46 奈良県 高市郡高取町 61 三重県 桑名郡木曽岬町 61 山梨県 南都留郡道志村

47 奈良県 高市郡明日香村 62 滋賀県 犬上郡甲良町 62 山梨県 南都留郡忍野村

48 奈良県 北葛城郡王寺町 63 京都府 綴喜郡宇治田原町 63 長野県 小県郡青木村

49 奈良県 吉野郡野迫川村 64 京都府 相楽郡笠置町 64 長野県 上伊那郡宮田村

50 奈良県 吉野郡上北山村 65 大阪府 三島郡島本町 65 長野県 下伊那郡喬木村

51 奈良県 吉野郡川上村 66 大阪府 泉北郡忠岡町 66 長野県 東筑摩郡朝日村

52 和歌山県 日高郡美浜町 67 大阪府 泉南郡田尻町 67 長野県 東筑摩郡筑北村

53 和歌山県 東牟婁郡太地町 68 大阪府 南河内郡河南町 68 長野県 北安曇郡池田町

54 島根県 隠岐郡知夫村 69 奈良県 生駒郡平群町 69 長野県 北安曇郡松川村

55 岡山県 真庭郡新庄村 70 奈良県 生駒郡斑鳩町 70 長野県 下高井郡野沢温泉村

56 岡山県 英田郡西粟倉村 71 奈良県 生駒郡安堵町 71 岐阜県 安八郡安八町

57 山口県 阿武郡阿武町 72 奈良県 吉野郡下市町 72 岐阜県 加茂郡坂祝町

58 高知県 安芸郡田野町 73 奈良県 吉野郡東吉野村 73 岐阜県 大野郡白川村

59 高知県 安芸郡北川村 74 和歌山県 伊都郡九度山町 74 愛知県 北設楽郡東栄町

60 高知県 土佐郡大川村 75 和歌山県 伊都郡高野町 75 愛知県 北設楽郡豊根村

61 高知県 幡多郡三原村 76 和歌山県 東牟婁郡古座川町 76 三重県 三重郡朝日町

62 福岡県 鞍手郡小竹町 77 鳥取県 日野郡江府町 77 京都府 乙訓郡大山崎町

63 熊本県 球磨郡水上村 78 岡山県 勝田郡奈義町 78 大阪府 藤井寺市

64 沖縄県 国頭郡大宜味村 79 山口県 熊毛郡上関町 79 大阪府 南河内郡太子町

65 沖縄県 中頭郡嘉手納町 80 徳島県 勝浦郡勝浦町 80 大阪府 南河内郡千早赤阪村

66 沖縄県 島尻郡渡嘉敷村 81 徳島県 勝浦郡上勝町 81 奈良県 宇陀郡曽爾村

67 沖縄県 島尻郡渡名喜村 82 高知県 安芸郡奈半利町 82 奈良県 吉野郡天川村

68 沖縄県 島尻郡南大東村 83 高知県 安芸郡安田町 83 奈良県 吉野郡下北山村

69 沖縄県 島尻郡北大東村 84 高知県 安芸郡馬路村 84 鳥取県 八頭郡若桜町

70 沖縄県 島尻郡伊是名村 85 福岡県 遠賀郡遠賀町 85 鳥取県 日野郡日野町

71 沖縄県 宮古郡多良間村 86 福岡県 朝倉郡東峰村 86 島根県 隠岐郡海士町

市町村別に見るＳＳ過疎の状況

SS数が0箇所　：11町村 SS数が3箇所　：106市町村

SS数が1箇所　：71町村

SS数が2箇所　：100町村

※3箇所以下　計288

平成28年3月31日時点市町村数：1,718（東京特別区を除く）
平成28年3月31日時点SS登録データによる

（参考）居住地から一定道路距離圏内にＳＳが存在しない地域を含む市町村一覧

平成２７年度石油産業体制等調査研究（石油製品サプライチェーン実態調査）におい
て、各人口メッシュから最寄りＳＳまでの道路距離を算出し、最寄りSSまでの距離が15km
以上の人口メッシュが所在している市町村一覧（２５７市町村）

9

※赤字はSS過疎市町村と重複している自治体（４９町村）

算出条件
１．平成27年7月8日時点における揮発油等の品質の確保に関する法律に基づき登録が

あったＳＳ。
２．平成22年国勢調査に基づく人口（500メートルメッシュ）。
３．道路距離算出の起点は、各メッシュの重心住所（重心が海上に位置する場合はメッシュ

が存在する市町村とし、複数の市町村が存在する場合は、重複面積が最大の市町村を代
表住所とした）。なお、海上に位置するメッシュは分析対象外。

４．ＳＳが所在しない離島や車両通行可能な道路が周囲に存在しない人口メッシュは分析
対象外。

５．道路距離の算出対象とした道路は、都道府県道以上（高速道路、国道、都道府県道）及
びそれ以外の道路で幅員5.5m以上のもの。ただし、出発地・目的地周辺において上記条
件の道路が存在しない場合、幅員5.5m未満の道路も利用。

北海道 釧路市 北海道 中川郡 幕別町 東京都 西多摩郡 奥多摩町 奈良県 吉野郡 野迫川村 熊本県 人吉市

北海道 岩見沢市 北海道 中川郡 豊頃町 新潟県 村上市 奈良県 吉野郡 十津川村 熊本県 上益城郡 山都町

北海道 留萌市 北海道 中川郡 本別町 新潟県 糸魚川市 奈良県 吉野郡 上北山村 熊本県 球磨郡 水上村

北海道 紋別市 北海道 足寄郡 足寄町 新潟県 上越市 奈良県 吉野郡 川上村 熊本県 球磨郡 五木村

北海道 士別市 北海道 足寄郡 陸別町 新潟県 魚沼市 和歌山県 田辺市 熊本県 球磨郡 球磨村

北海道 根室市 北海道 十勝郡 浦幌町 新潟県 東蒲原郡 阿賀町 和歌山県 新宮市 大分県 中津市

北海道 千歳市 北海道 釧路郡 釧路町 富山県 富山市 和歌山県 伊都郡 高野町 大分県 日田市

北海道 深川市 北海道 厚岸郡 厚岸町 富山県 黒部市 和歌山県 西牟婁郡 白浜町 大分県 佐伯市

北海道 伊達市 北海道 厚岸郡 浜中町 富山県 中新川郡 上市町 和歌山県 東牟婁郡 那智勝浦町 大分県 宇佐市

北海道 石狩市 北海道 川上郡 標茶町 富山県 中新川郡 立山町 和歌山県 東牟婁郡 古座川町 大分県 豊後大野市

北海道 石狩郡 当別町 北海道 川上郡 弟子屈町 富山県 下新川郡 朝日町 鳥取県 鳥取市 宮崎県 延岡市

北海道 二海郡 八雲町 北海道 阿寒郡 鶴居村 石川県 小松市 鳥取県 倉吉市 宮崎県 日南市

北海道 山越郡 長万部町 北海道 白糠郡 白糠町 石川県 加賀市 鳥取県 八頭郡 八頭町 宮崎県 小林市

北海道 檜山郡 上ノ国町 北海道 標津郡 中標津町 福井県 福井市 島根県 益田市 宮崎県 西都市

北海道 檜山郡 厚沢部町 北海道 標津郡 標津町 福井県 敦賀市 島根県 安来市 宮崎県 えびの市

北海道 奥尻郡 奥尻町 北海道 目梨郡 羅臼町 福井県 大野市 島根県 鹿足郡 津和野町 宮崎県 児湯郡 西米良村

北海道 瀬棚郡 今金町 青森県 青森市 福井県 勝山市 島根県 鹿足郡 吉賀町 宮崎県 児湯郡 木城町

北海道 久遠郡 せたな町 青森県 黒石市 福井県 三方上中郡 若狭町 岡山県 備前市 宮崎県 東臼杵郡 諸塚村

北海道 寿都郡 寿都町 青森県 むつ市 山梨県 甲府市 広島県 広島市 宮崎県 東臼杵郡 椎葉村

北海道 寿都郡 黒松内町 青森県 西津軽郡 鰺ヶ沢町 山梨県 山梨市 広島県 三次市 宮崎県 東臼杵郡 美郷町

北海道 磯谷郡 蘭越町 青森県 下北郡 佐井村 山梨県 南アルプス市 広島県 庄原市 宮崎県 西臼杵郡 日之影町

北海道 虻田郡 喜茂別町 岩手県 盛岡市 山梨県 南巨摩郡 早川町 山口県 萩市 鹿児島県 薩摩川内市

北海道 余市郡 赤井川村 岩手県 宮古市 山梨県 南巨摩郡 南部町 山口県 岩国市 鹿児島県 奄美市

北海道 上川郡 上川町 岩手県 花巻市 山梨県 北都留郡 丹波山村 徳島県 阿南市 鹿児島県 伊佐市

北海道 上川郡 東川町 岩手県 北上市 長野県 松本市 徳島県 美馬市 鹿児島県 肝属郡 南大隅町

北海道 上川郡 美瑛町 岩手県 久慈市 長野県 飯田市 徳島県 三好市 鹿児島県 肝属郡 肝付町

北海道 空知郡 上富良野町 岩手県 一関市 長野県 伊那市 徳島県 那賀郡 那賀町 鹿児島県 大島郡 宇検村

北海道 上川郡 和寒町 岩手県 陸前高田市 長野県 大町市 徳島県 海部郡 美波町 鹿児島県 大島郡 瀬戸内町

北海道 中川郡 美深町 岩手県 釜石市 長野県 安曇野市 徳島県 海部郡 海陽町 沖縄県 国頭郡 東村

北海道 中川郡 中川町 岩手県 奥州市 長野県 諏訪郡 富士見町 徳島県 美馬郡 つるぎ町

北海道 雨竜郡 幌加内町 岩手県 岩手郡 岩手町 長野県 下伊那郡 天龍村 徳島県 三好郡 東みよし町

北海道 増毛郡 増毛町 岩手県 気仙郡 住田町 長野県 下伊那郡 泰阜村 香川県 高松市

北海道 苫前郡 羽幌町 岩手県 上閉伊郡 大槌町 長野県 上高井郡 高山村 香川県 仲多度郡 まんのう町

北海道 苫前郡 初山別村 岩手県 下閉伊郡 岩泉町 長野県 下高井郡 山ノ内町 愛媛県 宇和島市

北海道 天塩郡 遠別町 宮城県 仙台市 岐阜県 高山市 愛媛県 西条市

北海道 宗谷郡 猿払村 秋田県 能代市 岐阜県 本巣市 愛媛県 大洲市

北海道 枝幸郡 中頓別町 秋田県 大館市 岐阜県 下呂市 愛媛県 四国中央市

北海道 枝幸郡 枝幸町 秋田県 仙北市 岐阜県 揖斐郡 揖斐川町 愛媛県 上浮穴郡 久万高原町

北海道 天塩郡 豊富町 秋田県 北秋田郡 上小阿仁村 静岡県 静岡市 愛媛県 喜多郡 内子町

北海道 天塩郡 幌延町 秋田県 南秋田郡 五城目町 静岡県 浜松市 愛媛県 南宇和郡 愛南町

北海道 網走郡 美幌町 秋田県 雄勝郡 東成瀬村 静岡県 島田市 高知県 安芸市

北海道 網走郡 津別町 山形県 米沢市 静岡県 掛川市 高知県 南国市

北海道 斜里郡 斜里町 山形県 西村山郡 西川町 静岡県 裾野市 高知県 宿毛市

北海道 常呂郡 置戸町 山形県 西村山郡 大江町 静岡県 伊豆市 高知県 四万十市

北海道 紋別郡 滝上町 山形県 西置賜郡 小国町 静岡県 賀茂郡 西伊豆町 高知県 香南市

北海道 紋別郡 興部町 福島県 喜多方市 静岡県 榛原郡 川根本町 高知県 香美市

北海道 紋別郡 雄武町 福島県 南会津郡 檜枝岐村 静岡県 周智郡 森町 高知県 安芸郡 北川村

北海道 虻田郡 豊浦町 福島県 河沼郡 柳津町 愛知県 新城市 高知県 長岡郡 大豊町

北海道 勇払郡 むかわ町 茨城県 高萩市 三重県 多気郡 大台町 高知県 吾川郡 いの町

北海道 沙流郡 日高町 栃木県 鹿沼市 滋賀県 長浜市 高知県 吾川郡 仁淀川町

北海道 新冠郡 新冠町 栃木県 日光市 滋賀県 高島市 高知県 高岡郡 越知町

北海道 浦河郡 浦河町 群馬県 前橋市 滋賀県 東近江市 高知県 高岡郡 四万十町

北海道 河東郡 音更町 群馬県 甘楽郡 下仁田町 京都府 京都市 高知県 幡多郡 黒潮町

北海道 河東郡 上士幌町 群馬県 利根郡 片品村 京都府 南丹市 長崎県 対馬市

北海道 河東郡 鹿追町 埼玉県 秩父市 兵庫県 宍粟市 長崎県 五島市

北海道 上川郡 新得町 埼玉県 秩父郡 小鹿野町 兵庫県 美方郡 新温泉町 長崎県 南松浦郡 新上五島町

北海道 広尾郡 大樹町 東京都 西多摩郡 檜原村 奈良県 五條市 熊本県 八代市
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10

（４）道路距離に応じたＳＳ過疎地一覧：調査時点のデータに基づく分析結果

11

平成２７年度石油産業体制等調査研究（石油製品サプライチェー
ン実態調査）において、最寄りＳＳまでの道路距離が15km以上の
人口を有している市町村のうち、最も該当の人口割合が高かった
市町村は宮崎県東臼杵郡椎葉村の13.33%であった。

本システムにおいて、最寄りＳＳまでの道路距離が15km以上の
人口を有している市町村の分析マップについては、経済産業省
のホームページ上で掲載しています。

調査結果掲載ＵＲＬ：
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000948.zip

なお、平成２８年度中に本格運用を開始する予定です。本調査結
果等へのお問合せは、巻末の石油流通課へご連絡ください。
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12

想定されるコストの試算：主要メーカー３社の平均見積額

①ＳＳの新設（補助率：１／４～１０／１０※、補助対象経費の上限額：２０，０００千円）

補助金については、地域住民にとって必要なインフラを確保する観点から、自治体の理解と協力を前
提に、事業者間の統合を含むＳＳの集約、それらを契機として地域住民の生活により資する場所への移

転を伴う際に、地下タンク設備関連の工事費に要する経費を対象として支援を行う。

条件：月あたりの販売量が30～40KLのＳＳを想定

ケース１
補助対象経費：３０，０６０千円

補助金の額： ５，０００千円～２０，０００千円
（２０，０００千円（補助対象経費の上限額）×１／４～１０／１０（補助率）

＝ ５，０００千円～２０，０００千円（補助金額））
※ 総工事費から補助金を除いた費用（事業者負担分）は２４，２８１千円～３９，２８１千円となる。

ケース２
補助対象経費：３７，２０７千円

補助金の額： ５，０００千円～２０，０００千円
（２０，０００千円（補助対象経費）×１／４～１０／１０（補助率）

＝ ５，０００千円～２０，０００千円（補助金額））
※ 総工事費から補助金を除いた費用（事業者負担分）は３２，４０８千円～４７，４０８千円となる。

※補助率

ケース１ ケース２
敷地の面積 100.04㎡ 148.84㎡
事務棟面積、キャノピー面積 2.70㎡、26㎡ 2.70㎡、45.5㎡
タンク容量（本数） 20KL（1本） 30KL（1本）
タンク内訳
（ﾚｷﾞｭﾗｰ、ﾊｲｵｸ、軽油、灯油）

8KL、4KL、4KL、4KL 12KL、6KL、6KL、6KL

マルチ計量機 １基 １基

灯油計量機 １基 １基

企業規模 給油所所在地 補助率

中小企業等
過疎地域① ３／４
過疎地域② ２／３

非中小企業
過疎地域①

１／４
過疎地域②

市町村 過疎地域① １０／１０

過疎地域①：過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域であって過疎地域自立促進市町村計画に石油製品の安定供給
の維持・確保が位置付けられた地域若しくは１市町村内の給油所数が３カ所以下又は道路距離に応じた給油所過疎の地域で
あって市町村が策定する総合計画等に石油製品の安定供給の維持・確保が位置付けられた地域。

過疎地域②：過疎法に基づく過疎地域であって過疎地域自立促進市町村計画に石油製品の安定供給の維持・確保が位置付け
られていない地域若しくは１市町村内の給油所数が３カ所以下又は道路距離に応じた給油所過疎の地域であって市町村が策
定する総合計画等に石油製品の安定供給の維持・確保が位置付けられていない地域。

13

②老朽化した地下タンクの設備更新（任意）

(ⅰ)地下タンクの撤去（補助率：２／３、補助対象経費の上限額：１０，０００千円）

ケース１
補助対象経費：６，６１０千円

補助金の額：４，４０７千円
（６，６１０千円（補助対象経費）×２／３（補助率） ＝ ４，４０７千円（補助金額））

※ 総工事費から補助金を除いた費用（事業者負担分）は２，８５１千円となる。

ケース２
補助対象経費：８，１６５千円

補助金の額：５，４４３千円
（８，１６５千円（補助対象経費）×２／３（補助率） ＝ ５，４４３千円（補助金額））

※ 総工事費から補助金を除いた費用（事業者負担分）は３，５８６千円となる。

(ⅱ)地下タンクの入換（補助率：１／４～１０／１０※、補助対象経費の上限額：２０，０００千円）

ケース１
補助対象経費：１９，１１８千円

補助金の額： ４，７７９千円～１９，１１８千円
（１９，１１８千円（補助対象経費）×１／４～１０／１０（補助率）

＝ ４，７７９千円～１９，１１８千円（補助金額））
※ 総工事費から補助金を除いた費用（事業者負担分）は１０，３３１千円～２４，６６９千円となる。

ケース２
補助対象経費：２２，８０２千円

補助金の額：５，０００千円～２０，０００千円
（２０，０００千円（補助対象経費の上限額）×１／４～１０／１０（補助率）

＝ ５，０００千円～２０，０００千円（補助金額））
※ 総工事費から補助金を除いた費用（事業者負担分）は１４，１３１千円～２９，１３１千円となる。

※補助率

ケース１ ケース２
タンク容量 20KL 30KL
タンク本数 1本 1本
レギュラー 8KL 12KL
ハイオク 4KL 6KL
軽油 4KL 6KL
灯油 4KL 6KL

条件：月あたりの販売量が30～40KLのＳＳを想定

※過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域であって過疎地域自立促進市町村計画に石油製品の安定供給の維
持・確保が位置付けられた地域若しくは１市町村内の給油所数が３カ所以下又は道路距離に応じた給油所過疎の地
域であって市町村が策定する総合計画等に石油製品の安定供給の維持・確保が位置付けられた地域。

企業規模 給油所所在地 補助率

中小企業等
過疎地域※ ３／４

過疎地域※以外 ２／３
非中小企業 全ての地域 １／４

市町村 過疎地域※ １０／１０
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③危険物の漏えい早期発見・未然防止への対応（消防法に基づく義務）

(ⅰ)精密油面計設置（補助率：２／３、補助対象経費の上限額：３，０００千円）

ケース１：4室（10KLタンク2本、各2室）
補助対象経費：４，１４７千円

補助金の額：２，０００千円
（３，０００千円（補助対象経費の上限額）×２／３（補助率） ＝ ２，０００千円（補助金額））

※ 総工事費から補助金を除いた費用（事業者負担分）は２，５１８千円となる。

ケース２：5室（10KLタンク2本、2室、3室）
補助対象経費：４，７７１千円

補助金の額：２，０００千円
（３，０００千円（補助対象経費の上限額）×２／３（補助率） ＝ ２，０００千円（補助金額））

※ 総工事費から補助金を除いた費用（事業者負担分）は３，１８５千円となる。

(ⅱ)電気防食システム設置（補助率：２／３、補助対象経費の上限額：５，０００千円）

ケース１：10KLタンク2本
補助対象経費：４，１６９千円

補助金の額：２，７８０千円
（４，１６９千円（補助対象経費）×２／３（補助率） ＝ ２，７８０千円（補助金額））

※ 総工事費から補助金を除いた費用（事業者負担分）は１，６９９千円となる。

ケース２：10KLタンク3本
補助対象経費：５，０８９千円

補助金の額：３，３３３千円
（５，０００千円（補助対象経費の上限額）×２／３（補助率） ＝ ３，３３３千円（補助金額））

※ 総工事費から補助金を除いた費用（事業者負担分）は２，０８０千円となる。

(ⅲ)ＦＲＰ内面ライニング施工（補助率：２／３、補助対象経費の上限額：１０，０００千円）

ケース１：10KLタンク2本
補助対象経費：５，７６２千円

補助金の額：３，８４１千円
（５，７６２千円（補助対象経費）×２／３（補助率） ＝ ３，８４１千円（補助金額））

※ 総工事費から補助金を除いた費用（事業者負担分）は３，０１１千円となる。

ケース２：10KLタンク3本
補助対象経費： ８，６０４千円

補助金の額： ５，７３６千円
（８，６０４千円（補助対象経費）×２／３（補助率） ＝ ５，７３６千円（補助金額））

※ 総工事費から補助金を除いた費用（事業者負担分）は４，２９６千円となる。

15

④土壌汚染の早期発見及び早期対策（保守）
(ⅰ)計量機定期点検（1回/1年）（消防法による義務）

４９，３３３円

(ⅱ)計量機計量検定（1回/7年）（計量法による義務）
５０，０００円

(ⅲ)地下タンク・地下埋設配管機密点検（1回/1年※）（消防法による義務）
４１，６６７円 ※一定の条件を満たすものは１回/３年

(ⅳ)地下タンク（二重殻）漏えい検知装置定期点検（1回/1年）（消防法による義務）
５０，０００円

(ⅴ)電気防食システム定期点検（1回/1年）（消防法による義務）
５８，３３３円

⑤設備更新
(ⅰ)計量機交換工事（マルチ計量機1基、灯油計量機1基）（任意）

３，２８５，３３３円

(ⅱ)簡易計量機
１，１４６，３６０円
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地域エネルギー供給拠点整備事業
平成28年度予算額 ３０．５億円

事業目的・概要

石油製品の安定供給を確保するため、以下の事業について支援します。

①災害時を含む安定供給の維持・確保

災害時を含む安定供給を確保するため、(ⅰ)地下タンクの大型化に伴う

入換や、(ⅱ)入換に伴う自家発電機導入に係る費用を支援します。また、

過疎地での需要減少が見られる中で石油製品の供給拠点を維持すべく、

(ⅲ)経営基盤強化のために複数事業者等が行うのSSの統合、集約、移転

の際の地下タンクの設置や、(ⅳ)簡易計量機の設置等に係る費用につい

て支援します。

②環境・安全対策に係る中小石油販売業者の支援

(ⅴ)地下タンクからの危険物漏えい防止対策、(ⅵ)危険物の漏れの点検

に係る検知検査、(ⅶ)地下タンク等の撤去に係る費用について支援します。

条件（補助率）

お問合せ先：資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油流通課
ＴＥＬ：０３－３５０１－１３２０

(ⅰ)地下タンク入換 【非過疎地】中小企業※１ 2/3、非中小企業 1/4

【過疎地】 中小企業※１ 3/4※２ または2/3、

非中小企業 1/4、自治体所有のSS 10/10※２

(ⅱ)自家発電機導入 【全国】 1/2※３

(ⅲ)ＳＳの統合、集約、移転の際の地下タンク設置

【過疎地】 中小企業※１ 3/4※２ または2/3、

非中小企業 1/4、自治体所有のSS 10/10※２

(ⅳ)簡易計量器設置等 【過疎地】 中小企業※１ 3/4※２ または2/3

自治体所有のSS 10/10※２

(ⅴ)地下タンク漏えい防止対策【全国】 中小企業2/3

(ⅵ)危険物の漏れの点検に係る検知検査【全国】中小企業1/3

(ⅶ)地下タンク撤去 【全国】 中小企業2/3

※１ 中小企業基本法に基づく中小企業（会社及び個人）

※２ ①過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域であって、同法に基づく過疎地域

自立促進市町村計画、若しくは②１市町村あたりのＳＳ数が３か所以下又は道路

距離に応じた給油所過疎の地域であって、地方自治法に基づく総合計画（実施計

画）等に、ＳＳの整備・維持が位置づけられた場合

※３ 地下タンク入換と同時に行う場合のみ補助対象

（２）自治体・政府によるＳＳ過疎地関連施策

17

石油製品流通網維持強化事業（のうち石油製品流通網再構築実証事業）

平成28年度予算額 １.６億円

事業目的・概要

地域の実情や外部環境の変化を踏まえた石油製品の効率的かつ安定的な
供給に向け、具体的な燃料供給システム、コスト削減に係る方策、安全性に
係る技術開発などの実証事業を支援します。

①石油製品の安定供給に係る実証事業
石油製品の安定供給に支障を来している地域において、自治体が自ら

の問題として捉え、地域内のＳＳや他業種と自治体が連携※して実施する新
たなビジネスモデルとなる実証事業を支援します。
※申請主体はコンソーシアムとし、自治体がコンソーシアムに参画していることが要件

となります。

②安全性の確保を前提としたＳＳのコスト削減に資する技術開発
石油製品の安定供給を可能とするため、安全性を担保したＳＳのコスト削

減に資する技術開発に係る実証事業を支援します。

(ⅰ)他業種との連携によるSSの多機能化
自治体や商工会の主導により、地域内の商店やホームセンター等の他業種

とＳＳが業務提携し、ＳＳ内に食料品や生活雑貨、農業資材等の販売スペー
スを設けることでＳＳへの集客効果を挙げるとともに、地域におけるコミュニ
ティの集約化を図る。
（必要とされる経費例：関係者による検討会費、地域内の実態調査費、店舗改
装費等）

(ⅱ)サテライトエネルギー供給拠点の設置
地域のデイサービスセンターにポータブル計量器を設置し、サテライトエネ

ルギー供給拠点とする。デイサービス送迎車を活用し、利用者の送迎時に合
わせて灯油の配送を行う。具体的には、迎えの際には灯油が入ったポリタン
クを積載し、利用者を乗車させる際に空のポリタンクと交換することで、利用者
の送迎車を活用した灯油配送を行う。

また、自治体の主導により、デイサービスセンターに商店や地域コミュニティ
に不可欠なATMや郵便局のほか、ＪＡの直売所等を併設することで「小さな拠
点」化を図る。
（必要とされる経費例：自治体によるニーズ調査費、送迎車のリース料、ポー
タブル計量機設置費等）

国 ⺠間
団体等

補助（定額
(10/10)）

補助
（10/10） 揮発油

販売事業
者等

事業スキーム

事業イメージ

お問合せ先：資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油流通課
ＴＥＬ：０３－３５０１－１３２０
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（６）各種相談窓⼝
揮発油等の品質の確保に関する法律に係る受付窓⼝
北海道経済産業局 資源・燃料課 011-709-1788
東北局経済産業局 資源・燃料課 022-221-4934
関東経済産業局 資源・燃料課 048-600-0371
中部経済産業局 ⽯油課 052-951-2781
近畿経済産業局 資源・燃料課 06-6966-6044
中国経済産業局 資源・燃料課 082-224-5715
四国経済産業局 資源・燃料課 087-811-8536
九州経済産業局 ⽯油課 092-482-5476
沖縄総合事務局 ⽯油・ガス課 098-866-1756

各都道府県⽯油商業組合連絡先
北海道⽯油商業組合 011-822-8111 札幌地⽅⽯油業協同組合 011-822-8114 
⼩樽地⽅⽯油業協同組合 0134-23-7151 函館地⽅⽯油業協同組合 0138-23-4426
旭川地⽅⽯油販売業協同組合 0166-22-0444 胆振地⽅⽯油販売業協同組合 0143-46-2352
帯広地⽅⽯油業協同組合 0155-22-1255 釧根地⽅⽯油業協同組合 0154-41-6818
宗⾕地⽅⽯油業協同組合 0162-23-2767 北⾒地⽅⽯油業協同組合 0157-23-4582
空知地⽅⽯油業協同組合 0125-24-6768       南空知地⽅⽯油業協同組合0126-22-5293
留萌地⽅⽯油業協同組合 0164-42-7315       ⽇⾼地⽅⽯油業協同組合 0146-22-2366
上川北部⽯油業協同組合 01654-2-3966       苫⼩牧地⽅⽯油業協同組合0144-33-8515
富良野地⽅⽯油業協同組合 0167-23-2412    紋別地⽅⽯油業協同組合 0158-4-2061
千歳地⽅⽯油業協同組合 0123-22-2887       ⻘森県⽯油商業組合 017-722-1400 
岩⼿県⽯油商業組合 019-622-9528              宮城県⽯油商業組合 022-265-1501
福島県⽯油商業組合 024-546-6252              秋⽥県⽯油商業組合 018-862-6981
⼭形県⽯油商業組合 023-664-2821              新潟県⽯油商業組合 025-267-1321
⻑野県⽯油商業組合 026-254-5600              群⾺県⽯油商業組合 027-251-1888 
栃⽊県⽯油商業組合 028-622-0435              茨城県⽯油商業組合 029-224-2421
千葉県⽯油商業組合 043-246-5225              埼⽟県⽯油商業組合 049-235-5111
東京都⽯油商業組合 03-3593-1421             神奈川県⽯油商業組合 045-641-1351
静岡県⽯油商業組合 054-282-4337              ⼭梨県⽯油商業組合 055-233-5850
愛知県⽯油商業組合 052-322-1550              三重県⽯油商業組合 059-225-5981
岐⾩県⽯油商業組合 058-271-2903              富⼭県⽯油商業組合 076-429-8811
⽯川県⽯油商業組合 076-256-5330             福井県⽯油商業組合 0776-34-3151
滋賀県⽯油商業組合 077-522-7369              京都府⽯油商業組合 075-642-9733
⼤阪府⽯油商業組合 06-6362-2910             奈良県⽯油商業組合 0742-26-1800
和歌⼭県⽯油商業組合 073-431-6251           兵庫県⽯油商業組合 078-321-5611
岡⼭県⽯油商業組合 086-246-2040             広島県⽯油商業組合 082-261-9431
⿃取県⽯油商業組合 0859-21-1400             島根県⽯油商業組合 0852-25-4488
⼭⼝県⽯油商業組合 083-973-4400             徳島県⽯油商業組合 088-622-6406
⾼知県⽯油商業組合 088-831-0439             愛媛県⽯油商業組合 089-924-3856
⾹川県⽯油商業組合 087-833-9665             福岡県⽯油商業組合 092-272-4564
⼤分県⽯油商業組合 097-533-0235             佐賀県⽯油商業組合 0952-22-7337
⻑崎県⽯油商業組合 095-826-4181             熊本県⽯油商業組合 096-285-3355
宮崎県⽯油商業組合 0985-24-7775             ⿅児島県⽯油商業組合 099-257-2822
沖縄県⽯油商業組合 098-998-1871

ＳＳ過疎地対策ハンドブック

発⾏
ＳＳ過疎地対策協議会事務局
経済産業省
資源エネルギー庁 資源・燃料部
⽯油流通課

平成２８年５⽉ 初版

【問い合わせ先】
SS過疎地対策相談窓⼝
⽯油流通課 03-3501-1320

107



平成28年９⽉
環境省

未来のために、いま選ぼう。未来のために、いま選ぼう。

エネルギー特別会計
環境省予算要求の概要
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海
外
展
開

○世界全体の排出削減を進めていくためには、我が国の優れた低炭素・脱炭素技術の海外展開が不可欠。
○二国間クレジット制度（JCM）の推進、国際機関との連携等により、世界全体の排出削減に貢献することで主導的
役割を果たすとともに、優れた低炭素・脱炭素技術を持つ民間企業の海外展開を支援。

JCM、我が国の技術等により世界を低炭素・脱炭素化JCM、我が国の技術等により世界を低炭素・脱炭素化第四の柱

国
内
展
開

【COOL CHOICEによるCO2削減加速化】家庭・オフィス・地域で丸ごと再エネ・省エネ普及【COOL CHOICEによるCO2削減加速化】家庭・オフィス・地域で丸ごと再エネ・省エネ普及

○世界全体の大幅削減・脱炭素化を見据え、技術革新と共に社会システムを転換していくイノベーションが必要。

○金融を活用した低炭素投融資の普及促進を図るとともに、更にその先の世界経済の脱炭素化を見据えた「長期
低排出発展戦略」の策定に向けた検討を実施。併せて、民間の低炭素投資を引き出すため、制度設計を視野に
入れ「カーボンプライシング」、「エネルギー転換部門低炭素化方策」等を検討。

【COOL CHOICEを後押しする社会システム】 金融、社会システムの低炭素化第三の柱

○民生部門（家庭・業務）は40％という大幅削減が必要。
○省エネ家電等の低炭素マーケットの創出・拡大を目指した国民運動（COOL CHOICE）の実施や業務・家庭部門を

含む地域（住宅、業務ビル、自治体施設、物流・交通システムなど）の再エネ・省エネ推進を各省と連携し実現する
ことで大幅削減を主導。

【未来のCOOL CHOICEを担う技術】世界を変える先導的技術の開発・実証と社会実装

○日本の2030年26％削減、2050年80％削減、世界全体の大幅削減・脱炭素化を見据え、不断の技術革新が不可欠。
○革新技術（GaN、CNF、洋上風力等）の開発・実証、行動科学やIoTの高度化を踏まえた社会実装を推進。

第一の柱

エネルギー対策特別会計を活用した環境省の温室効果ガス削減施策

平成29年度「エネルギー対策特別会計」要求額 1,885億円 (平成28年度予算額 1,564億円)平成29年度「エネルギー対策特別会計」要求額 1,885億円 (平成28年度予算額 1,564億円)

パリ協定を踏まえた日本の2030年26％削減目標達成等に向け、国民各界各層が当たり前のこととして主体的
にCOOL CHOICE（賢い選択）を実践できる環境を整備。併せて、地域の自然資源や循環資源を有効活用し、
「環境・経済・社会」が統合的に向上した持続可能な循環共生型社会を実現。

環境省の役割

第二の柱

「民生・需要サイドから社会変革する事業」及び「世界的な削減を主導する事業」を
各省との連携の下で総合調整役となって推進
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「地⽅公共団体実⾏計画」の概要

地⽅公共団体実⾏計画の策定率（平成27年10⽉調査時点）

団体区分 合計 事務事業編 区域施策編
都道府県 47 47(100%) 47(100%)
指定都市 20 20(100%) 18(90.0%)
中核市 45 43(100%) 45(100%)
特例市 39 39(100%) 37(94.9%)
その他 1,637 1,323（80.8％） 277(16.9%)
合計 1,788 1,474

(82.4％)
424

(23.7％)

地⽅公共団体実⾏計画

【事務事業編】
全ての地⽅公共団体に策定を義務づけ

内容：地⽅公共団体⾃らの事務事業に
伴い 発⽣する温室効果ガスの排出削
減等の措置

（例）庁舎・地⽅公共団体が管理する
施設の省エネ対策 等

【区域施策編】
都道府県、政令指定都市、中核市、施⾏時特例市に策定を義務づけ。

内容：区域の⾃然的社会的条件に応じ温室効果ガスの排出抑制等を⾏うための
施策に関する事項（以下の４項⽬）

• 再⽣可能エネルギー導⼊の促進
• 地域の事業者、住⺠による省エネその他の排出抑制の推進
• 都市機能の集約化、公共交通機関、緑地その他の地域環境の整備・改善
• 循環型社会の形成

その他：都市計画等温室効果ガスの排出抑制と関係のある施策と実⾏計画の
連携

区域施策編の策定率の向上

2
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背景・⽬的

事業概要

事業スキーム
１．補助対象：地⽅公共団体（間接補助）

補助割合：都道府県・政令市：1/2、
政令市未満市町村・特別区及び⼀部事務組合等：定
額(ただし、いずれも上限額1,000万円)

実施期間：３年間（平成28〜30年度）
２．補助対象：地⽅公共団体（間接補助）

補助割合：都道府県・政令市：1/3、財政⼒指数が全国平均以上
の政令市未満市町村・特別区及び⼀部事務組合等：
1/2、財政⼒指数が全国平均未満の政令市未満市町
村・特別区：2/3

実施期間：５年間（平成28〜32年度）

 平成28年５⽉に閣議決定された「地球温暖化対策計画」においては、
2030年度に2013年度⽐で26.0％削減するとの中期⽬標が掲げられ、
このうち、地⽅公共団体の公共施設を含む「業務その他部⾨」につい
ては、2030年度に2013年度⽐で約40％減が⽬標とされており、全部
⾨で最も厳しいものとなっている。

 その達成⽅策の⼀つである「地⽅公共団体の率先的取組と国による促
進」として、地⽅公共団体は「地球温暖化対策計画」に即して「地⽅
公共団体実⾏計画事務事業編（以下「事務事業編」という。）」を策
定し、PDCAのための体制を構築・運営することを通じて、実効的・
継続的な温室効果ガス排出の削減に努めるとしているものの、現⾏の
事務事業編において、上記のような⾼い⽬標が掲げられている例は少
ない 。

 そこで、全ての地⽅公共団体に対し、事務事業編及びこれに基づく取
組を⼤胆に強化・拡充し、取組の企画・実⾏・評価・改善（以下「カ
ーボン・マネジメント」という。）を組織を挙げて不断に実施するよ
う促す必要がある。

１．事務事業編等の強化・拡充⽀援事業
地球温暖化対策計画を踏まえた事務事業編の改定等、事務事業編
に基づく取組の⼤幅な強化・拡充、及びカーボン・マネジメント
体制整備に向けた調査・検討（施設の管理・運転状況の確認、省
エネ診断、ESCOの設計等）に係る費⽤を補助。

２．事務事業編に基づく省エネ設備等導⼊⽀援事業
先進的な取組を⾏おうとする地⽅公共団体に対して、下記①及び
②の提出を条件として、庁舎等への設備導⼊を補助。
条件①：カーボン・マネジメント体制の整備計画
※エネルギー起源CO２排出削減のための取組の評価・改善を全庁
的かつ定期的に実施するもの。

条件②：カーボン・マネジメントに係るノウハウの普及⽅針

期待される効果
 「地球温暖化対策計画」の内容に照らして遜⾊ないモデル事例を
５年間で累計240件形成し、全国に展開することを⽬指す。

平成25年度予算
○○百万円地⽅公共団体カーボン・マネジメント強化事業 平成29年度要求額

5,000百万円（5,000百万円）

※普及に向けた情報発信には、
「地⽅公共団体実⾏計画を核と
した地域の低炭素化基盤整備事
業」との連携実施を想定。

実⾏

評価

改善

企画

企画：組織全体のエネルギー起源CO２
排出量を算定・分析し、全体及び
個々の部局等の単位ごとに排出削減
量及び対策⽬標を設定。
実⾏：排出抑制等指針を参酌しつつ、
先進的な低炭素設備を導⼊・運⽤し、
エネルギー起源CO２排出量やエネル
ギーの使⽤状況等を算定・把握。
評価：⽬標と実績を⽐較して継続的な
改善が図られているかを評価し、改
善余地を模索。
改善：評価結果を基に組織を挙げて更
なる改善を検討・実施。

全庁的な不断のPDCA

カーボン・マネジメントのイメージ

ノウハウの幅広い普及
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再⽣可能エネルギー導⼊事業のうち、地⽅公共団体等の積極的な参
画・関与を通じて各種の課題に適切に対応するものについて、事業化に
向けた検討や設備の導⼊に係る費⽤の⼀部を補助する。
⽀援の対象とする事業は、固定価格買取制度に依存せず、国内に広く

応⽤可能な課題対応の仕組みを備え、かつ、CO2削減に係る費⽤対効果
の⾼いものに限定する。

背景・⽬的 事業概要

事業スキーム

平成28年５⽉、我が国の2030年度の温室効果ガス排出削減⽬標を2013年度
⽐で26.0％減とする「地球温暖化対策計画」が閣議決定され、これを実現す
るための対策として、再⽣可能エネルギーの最⼤限の導⼊が盛り込まれた。
⼀⽅で、再⽣可能エネルギーについては、固定価格買取制度の利⽤拡⼤が困
難となる中、持続可能かつ効率的な需給体制の構築、事業コストの低減、社
会的受容性の確保、広域利⽤の困難さ等に関する課題が⽣じており、地域の
⾃然的社会的条件に応じた導⼊拡⼤は必ずしも円滑に進んでいない状況にあ
る。
このため、こうした状況に適切に対処できる、⾃家消費型・地産地消型の再
⽣可能エネルギーの⾃⽴的な普及を促進する必要がある。

期待される効果

再⽣可能エネルギー電気・熱⾃⽴的普及促進事業（経済産業省連携事業）

事業⽬的・概要等

実施期間：平成28年度〜32年度（最⼤5年間）

国 ⾮営利法⼈
（補助率）

定額、1/2、2/3 地⽅公共団体等
（補助率）

定額

補助⾦ 補助⾦
※⺠間事業者への補助は経済産業省（資源エネルギー庁）が実施。
（系統連系されていない離島における⺠間事業者への補助は環境省が実施）

事業イメージ（⽊質バイオマスの例）導⼊拡⼤への課題と地⽅公共団体による対応の例
課題と具体例 課題対応の例

持続可能かつ
効率的な需給
体制の構築

バイオマス、⼩⽔⼒、地
熱・温泉熱等の持続可能
な調達・利⽤、需要施設
とのマッチング

供給元から需要家までの供
給⼀貫体制の構築、まちづ
くりと⼀体となった需要と
供給の⼀致・調整

事業コストの
低減

事業適地の減少、⼟地賃
借料の上昇

公共施設への率先導⼊、公
共⽤地の提供、事業に係る
出資や固定資産税の減免

社会的受容性
の確保

周辺住⺠の理解の醸成、
農林⽔産業者や温泉事業
者等との調整

地域協議会の設置・運営を
通じた関係者の理解・協⼒
の増進、離島の⾃然環境や
地理的制約を考慮した適切
な導⼊

⾃然環境との
調和

太陽光発電、⾵⼒発電、
地熱発電の導⼊に伴う景
観の保全

設備補助対象は、エネルギー起源CO２
の排出抑制に資する設備と付帯設備

平成29年度要求額
7,500百万円（6,000百万円）
（うち要望額1,500百万円）

再⽣可能エネルギーの課題に適切に対応する、費⽤対効果の⾼い優
良事例を創出することで、同様の課題を抱えている他の地域への展開
につなげ、再⽣可能エネルギー電気・熱の将来的な⾃⽴的普及を図る。
（本事業によるCO2排出削減⾒込量は800,090t-CO2）

供給側の対策 供給側の対策 ボイラーの対策 需要側の対策

◆⻑期的な⾒通しに⽴
ち、年間を通した安
定した燃料需要を有
する需要家を地域内
で確保し、維持する

◆チップ供給業者の条件
とボイラー側の条件を
合致させる

◆最新のチップ規格に適
合したチップの供給体
制の確⽴を促す

◆地域内でのチップ等の
安定的な需要を確保し、
⼩⼝供給を可能とする

◆ボイラーの出⼒規模等を集
約化する

◆チップ規格に対応したボイ
ラーの⽣産等を促す

◆設備コストの⾼⽌まりを是
正するためボイラー等設備
のコスト上限を設ける

◆灰の処理など維持管理の容
易なシステムを導⼊する

◆福祉施設の給湯など⾼い稼働
率が⾒込める施設を対象

◆導⼊前に熱需要等の適切な把
握と設計を⾏う

◆チップ等供給事業者を分散し、
安定した燃料供給を確保する

◆初期コストの適正価格を共有
するとともに複数施設での⼀
括導⼊等によりコストを低減

燃料供給者

原木
（チップ用材）

原料
（チップ等）

チップ等製造機山元

需要家

給湯･暖房

給湯･暖房

文化教育施設

福祉施設

病院 給湯･暖房

バイオマスボイラー
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イメージ

事業概要等

（防災拠点への再エネ導入事業の例）（防災拠点への再エネ導入事業の例）

 地震・集中豪⾬を始めとする⾃然災害が多発する我が国においては、⼤規模
集中型の系統に依存しない⾃⽴・分散型のエネルギーシステム構築が喫緊の
課題。

 本年4⽉の熊本地震においては、防災拠点等の公共施設に予め設置された太
陽光発電設備と蓄電池等のほぼ全てが想定どおりの機能を発揮し、避難⺠の
⽣活⽀援、復旧に向けた早期の活動開始に寄与。

 また、国の地球温暖化対策計画に基づく温室効果ガス排出削減の中⻑期⽬
標を達成するためには、再⽣可能エネルギーの最⼤限の導⼊と徹底した省エネ
ルギーの推進を通じた地域の低炭素化が必要不可⽋。

 「経済対策の策定について（平成28年7⽉12⽇内閣総理⼤⾂指⽰）」にお
いて防災対応の強化が対策の柱の⼀つに掲げられていることも踏まえ、今後発
⽣が想定される⼤地震や集中豪⾬等の⾃然災害に事前に対応するため、地
⽅公共団体において、平時における地域の低炭素化を実現しつつ、防災・減災
や国⼟強靱化にも資する⾃⽴・分散型エネルギーの導⼊をできるだけ早期に、
かつ、広く普及させていくための強⼒な⽀援が重要。

地域防災計画に位置づけられた防災拠点、避難施設及び災害時に機能を保持
すべき公共施設等に対して、防災・減災に資する再⽣可能エネルギー設備、コジェ
ネ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム 、 未 利 ⽤ エ ネ ル ギ ー 活 ⽤ 設 備 、 省 エ ネ ル ギ ー
設備、蓄電池等を導⼊する事業を⽀援。

平成25年度予算
○○百万円

防災・減災、国⼟強靱化及び地域の低炭素化に資する
⾃⽴・分散型エネルギー設備等導⼊推進事業

平成28年度補正予算第2号要求額
1,993百万円

補助金等

事業計画又は地域計画

事業実績報告

交付対象：
地方公共団体等

環
境
省
（又
は
非
営
利
法
人
）

防災拠点への
太陽光発電の導⼊

＜参考＞本年4⽉の熊本地震における再⽣可能エネルギー設備等の活⽤例
○各地の消防本部や避難所が停電。⾞中泊する市⺠も発⽣。
⇒ 太陽光発電及び蓄電池等による再⽣可能エネルギー電気が供給され、
 消防本部では緊急出動の迅速な発令や災害情報の収集・整理に効果。
 避難所での携帯電話・ラジオの利⽤や、⾼効率照明を活⽤して⾞中泊者を防災拠点に

安全に誘導することが可能に。

背景・目的

国→	⾮営利法⼈→	地⽅公共団体、公⽴⼤学・病院その他の⺠間団体
（定額補助） （補助率3/4〜1/2）

事業スキーム

避難所施設への⾼効率ガスコジェネの導⼊

対象機器（例）
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